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１ 関係機関連絡先              
（１）島根県の廃棄物課担当連絡先 

機 関 名 住  所 電話番号 FAX 番号 

環境生活部  
廃棄物対策課 

〒690-8501  

松江市殿町 1番地 
0852-22-6151 0852-22-6738 

健康福祉部  
松江保健所 環境保全課 

〒690-0011  

松江市東津田町 1741-3 
0852-23-1318 0852-31-6694 

健康福祉部 
雲南保健所 環境保全課 

〒699-1396 

雲南市木次町里方 531-1 
0854-42-9673 0854-42-9654 

健康福祉部  
出雲保健所 環境保全課 

〒693-0021 

出雲市塩冶町 223-1 
0853-21-1197 0853-21-7428 

健康福祉部 
県央保健所 環境保全課 

〒694-0041 

大田市長久町長久ﾊ 7-1 
0854-84-9809 0854-84-9819 

健康福祉部 
浜田保健所 環境保全課 

〒697-0041 

浜田市片庭町 254 
0855-29-5560 0855-29-5562 

健康福祉部 
益田保健所 環境保全課 

〒698-0007 

益田市昭和町 13-1 
0856-31-9554 0856-31-9568 

総務部隠岐支庁 
隠岐保健所 環境衛生課 

〒685-0015 

隠岐郡隠岐の島町港町塩口 24 
08512-2-9719 08512-2-9716 

 
（２）国の廃棄物担当課連絡先 

機 関 名 住  所 電話番号 FAX 番号 

環境省環境再生・資源循環局 

災害廃棄物対策室 

〒100-8975 

東京都千代田区霞が関 1-2-2 

中央合同庁舎 5 号 26 階 

03-3581-3351 03-3593-8263 

環境省中国四国地方環境事務所 

資源循環課 

〒700-0907 

岡山県岡山市北区下石井一丁目 4番 1号 

岡山第 2 合同庁舎 11 階 

086-223-1584 086-224-2081 

 

（３）中国地方各県の廃棄物担当課連絡先 

機 関 名 住  所 電話番号 FAX 番号 

鳥取県  

生活環境部 循環型社会推進課 

〒680-8570  

鳥取県鳥取市東町 1-220 
0857-26-7562 0857-26-7563 

岡山県  

環境文化部 循環型社会推進課 

〒700-8570  

岡山県岡山市北区内山下 2-4-6 
086-226-7307 086—224-2271 

広島県 

環境県民局 循環型社会課 

〒730-8511  

広島県広島市中区基町 10-52 
082-513-2958 082-227-4815 

山口県 

環境生活部 廃棄物・リサイクル対策課 

〒753-8501  

山口県山口市滝町 1-1 
083-933-2998 083-933-2999 
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（４）市町村・一部事務組合の廃棄物担当課連絡先 
市町村名 担当課 住  所 電話番号 FAX 番号 

松江市 環境対策課 
〒690-0826          

松江市学園南１丁目 20 番地 43 号 
0852-55-5679 0855-55-5497 

浜田市 環 境 課 
〒697-8501 

浜田市殿町１番地 
0855-25-9430 0855-22-9100 

出雲市 環境施設課 
〒693-8530 

出雲市今市町 70 番地 
0853-21-6988 0853-21-6597 

益田市 環境衛生課 
〒698-8650 

益田市常盤町 1 番 1号 
0856-31-0232 0856-31-1139 

大田市 環境政策課 
〒694-0064 

大田市大田町大田ﾛ 1111 
0854-83-8069 0854-82-6667 

安来市 環境政策課 
〒692-8686 

安来市安来町 878 番地 2 
0854-23-3100 0854-23-3188 

江津市 市民生活課 
〒695-8501 

江津市江津町 1016 番地 4 
0855-52-7936 0855-52-1557 

雲南市 環境政策課 
〒699-1392 

雲南市木次町里方 521 番地 1 
0854-40-1033 0854-40-1039 

奥出雲町 町 民 課 
〒699-1592 

仁多郡奥出雲町三成 358 番地 1 
0854-54-2510 0854-54-0051 

飯南町 住 民 課 
〒690-3513 

飯石郡飯南町下赤名 880 番地 
0854-76-2213 0854-76-3950 

川本町 町民生活課 
〒696-0192 

邑智郡川本町川本 271 番地 3 
0855-72-0632 0855-72-0635 

美郷町 住 民 課 
〒699-4692 

邑智郡美郷町粕渕 168 番地 
0855-75-1213 0855-75-1505 

邑南町 町 民 課 
〒696-0192 

邑智郡邑南町矢上 6000 番地 
0855-95-1114 0855-95-0268 

津和野町 環境生活課 
〒699-5605 

鹿足郡津和野町後田ﾛ 64 番地 4 
0856-72-0309 0856-72-0655 

吉賀町 税務住民課 
〒699-5513 

鹿足郡吉賀町六日市 750 番地 
0856-77-1113 0856-77-1891 

海士町 環境整備課 
〒684-0403 

隠岐郡海士町大字海士 1490 番地 
08514-2-1827 08514-2-0208 

西ノ島町 環境整備課 
〒684-0303 

隠岐郡西ノ島町大字美田 600 番地

4 

08514-6-1748 08514-6-0186 

知夫村 地域創生課 
〒684-0102 

隠岐郡知夫村 1065 番地 
08514-8-2211 08514-8-2093 

隠岐の島町 環 境 課 
〒685-8585 

隠岐郡隠岐の島町下西 78 番地 2 
08512-2-8565 08512-2-4050 
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一部事務組合名 住  所 電話番号 FAX 番号 

雲南広域連合 
〒699-1311          

雲南市木次町里方 568 
0854-42-0481 0854-42-0811 

雲南市・飯南町事務組合 
〒690-2701 

雲南市掛合町 1261-3 
0854-62-9550 0855-62-9551 

邑智郡総合事務組合 
〒696-0001 

邑智郡川本町川本 332-15 
0855-72-1701 0855-72-2270 

浜田地区広域行政組合 
〒699-3161 

江津市波子町ﾛ 321-1 
0855-53-5081 0855-53-5088 

益田地区広域市町村圏事務組合 
〒698-8650 

益田市駅前町 17-1 
0856-31-0226 0856-31-0315 

鹿足郡事務組合 
〒699-5206 

鹿足郡津和野町瀧元 668 
0856-74-0301 0856-74-0830 

鹿足郡不燃物処理組合 
〒699-5515 

鹿足郡吉賀町幸地 1319 
0856-77-1568 0856-77-1601 

 
 
（５）災害廃棄物処理に関する協定締結団体連絡先 

団 体 名 住  所 電話番号 ＦＡＸ番号 
一般社団法人 
しまね産業資源循環協会 

〒690-0003     

松江市朝日町 112 
0852-25-4747 0852-59-5771 

島根県環境整備事業協同組合 
〒690-0011 

松江市東津田町 1047-12 
0852-32-4818 0852-25-6667 

島根県環境保全協会 
〒690-0011 

松江市東津田町 1371-48 
0852-24-2440 0852-31-2121 
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 ２ 広域支援及び災害廃棄物関係支援協定 

 

中国５県災害等発生時の広域支援に関する協定 

 

 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県（以下「中国５県」という。）は、災害

対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）の規定する災害若しくは災害が発生するおそ

れ又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年法律

第 112 号）が適用される事態（ 以下「災害等」という。） が発生し、災害等が発生し

た県（以下「被災県」という｡）が独自では十分な応急措置及び国民保護措置等（以下

「応急措置等」という。）が実施できない場合に、迅速かつ的確に被災県における応急

措置等の支援を実施するため、次のとおり協定を締結する。 

 

（カウンターパート制による支援） 

第１条 中国５県は、被災県に対する支援を行う県を予め定めたカウンターパート制に

より、災害等発生当初から円滑かつ迅速に支援を行う。 

２ カウンターパート制により被災県に対する支援を行う県は、災害等発生後、必要に

応じて、速やかに連絡員を被災県に派遣し、情報収集を行うとともに、被災県が必要と

する支援を実施する。 

 

（広域支援本部による支援） 

第２条 中国５県は、被災状況に応じた、より的確な支援を実施するため、中国地方知

事会会長県に中国５県広域支援本部（以下「広域支援本部」という。）を設置する。 

２ 広域支援本部は、中国ブロック内各県、他のブロック知事会及び全国知事会との調

整等、広域支援に係る包括的な調整を行う。 

３ 被災県以外の各県は、広域支援本部に連絡調整員を派遣するとともに、広域支援本

部の調整の下、被災県が必要とする支援を実施する。 

 

（支援の内容） 

第３条 支援の内容は、次のとおりとする。 

(1) 食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資機材の提供 

(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提供 

(3) 避難、救援、消火、救急活動等に必要な車両、舟艇及び航空機の派遣及びあっ旋並

びに資機材の提供 

(4) 医療、救援、応急復旧等に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣 

(5) 避難者を受け入れるための施設の提供 

(6) 前各号に定めるもののほか特に要請のあった事項 

 

（広域支援本部による支援の要請） 

第４条 広域支援本部による支援を受けようとする県の知事は、中国地方知事会の会長

に対し、文書をもって要請する。ただし、そのいとまがない場合は、電話等により要請

を行い、後日、速やかに文書を提出するものとする。 

 

（支援に要する経費の負担等） 
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第５条 支援に要した経費は、原則として支援を受けた県（ 以下「被支援県」という。）

の負担とする。 

２ 被支援県が前項に規定する経費を支弁するいとまがない場合は、支援を実施した県

が一時繰替（国民保護に関しては「立替」と読み替える。以下同じ。）支弁するものと

する。 

３ 前２項に定めるもののほか経費の負担等に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（平常時の相互交流） 

第６条 中国５県は、この協定に基づいて支援が円滑に行われるよう、毎年 1 回地域防

災計画、国民保護計画及びその他参考資料を相互に提供するほか、各県が実施する訓練

等に相互に参加するなど、各県間の相互交流を図るものとする。 

 

（他の協定との関係） 

第７条 この協定は、各県が別に締結した災害時等における相互支援に関する協定を排

除するものではない。 

 

（その他） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、各県が協

議して定めるものとする。 

以上のとおり協定を締結したことを証するため、この協定書５通を作成し、各県が記

名・押印をして、各自その 1 通を所持する。 

 

附則 

１ この協定は、平成 23 年１月 11 日から施行する。 

２ 平成７年７月 13 日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

附則 

１ この協定は、平成 24 年３月１ 日から施行する。 

２ 平成 23 年１月 11 日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

附則 

１ この協定は、令和５年３月２４日から施行する。 

２ 平成 24 年３月１日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

令和５年３月２４日 

 

鳥取県代表者 鳥取県知事 平 井 伸 治 

島根県代表者 島根県知事 丸 山 達 也 

岡山県代表者 岡山県知事 伊原木 隆 太 

広島県代表者 広島県知事 湯 﨑 英 彦 

山口県代表者 山口県知事 村 岡 嗣 政 
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中 国 ５ 県 災 害 等 発 生 時 の 

広域支援に関する協定に基づく 

支 援 ・ 受 援 マ ニ ュ ア ル 

令和４年１月 

5-4-1
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◇ 中国５県消防防災ヘリコプター相互応援協定 

◇ 中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に関する協定 

◇ 中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に関する協定実施要領 

◇ 中国・四国９県カウンターパート制運用規程 

◇ 各県共有情報  
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第１編 総則 

第１章 基本方針 

１ 基本的な考え方 

（１）災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）が規定する災害又は武力攻撃事態

等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第１１２号）が

適用される事態（以下「災害等」という。）が発生し、災害等が発生した県（以下

「被災県」という。）が独自では十分な応急措置及び国民保護措置等が実施できな

い場合に、迅速かつ的確に被災県における応急措置等の支援を実施するため、「中

国５県災害等発生時の広域支援に関する協定」（以下「支援協定」という。）に基

づく支援・受援マニュアルを定める。 

（２）中国５県は、被災県に対する支援を行う県を予め定めたカウンターパートに基づ

き、災害等発生当初から円滑かつ迅速に支援を行う。 

（３）本マニュアルについては、合同訓練等を通じた検証や県、市町村などの防災関係

機関との協議等を踏まえ、随時見直しを行う。 

（４）複数のブロックが被災するなどの大規模広域災害時については、「全国都道府県

における災害時等の広域応援に関する協定」（以下「全国知事会協定」という。）

や「応急対策職員派遣制度」（以下「派遣制度」という。）に基づき、広域支援・

受援を行うことになるが、このマニュアルに定める支援・受援に係る標準的な体制・

活動手順等を基本に、柔軟に対応することとする。 

（５）被災県内の地方公共団体による応援職員の派遣だけでは被災市町村において完結

して災害対応業務を実施することが困難である場合又は困難であることが見込ま

れる場合で、かつ、複数の被災市町村に対して同時並行的又は複層的な支援を要す

るなど全国的な支援によらないと十分な支援が困難である場合又は困難であるこ

とが見込まれる場合には、派遣制度による支援を要請することを基本とする。 

なお、その場合であっても、物的支援及び被災県に対する人的支援は、地方公共

団体間の災害時相互応援協定で対応することとなるため、本マニュアルに基づき、

継続して実施することに留意すること。 

（６）中国５県以外の大規模広域災害に対しても、このマニュアルの定めを準用して被

災都道府県の支援に当たることとする。 

２ 本マニュアルの前提条件 

本マニュアルは、使用する緊急輸送路等に甚大な被害が発生していないことを前

提としているが、被害覚知後は、状況に応じ多様な経路等に変更する。 
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第２章 広域支援体制 

１ カウンターパート制と広域支援本部 

被災県に対する支援を行う県を予め定めたカウンターパート制に加え、被災状況

に応じて、より的確な支援を行うため、中国ブロック内各県、他ブロック及び全国知

事会等と広域支援に係る包括的な調整を行う「中国５県広域支援本部」(以下「広域

支援本部」という。)を中国地方知事会会長県（以下「会長県」という。）に設置。 

（１）カウンターパート制

発災当初から円滑かつ迅速に支援を行うため、被災県に対する支援を行う県を

予め定めたカウンターパート制を導入。 

ア カウンターパート制により支援を行う県（以下「支援担当県」という。） 

①中国ブロックで対応する場合 

○隣接県による支援を基本的な考え方として、下表のとおり、第１順位から第

４順位までを予め決定

○第１順位の県が被災したことにより支援ができない場合は、第２順位から第

４順位までの県がそれぞれの順位により支援を実施

○災害等の実態に照らし、被災県の被害が甚大な場合には、当該被災県の市町

村ブロック圏域又は市町村を応援地域として割り当てる支援の実施が可能

被災 県 
支 援 担 当 県 

第１順位 第２順位 第３順位 第４順位 

鳥 取 県 岡 山 県 島 根 県 広 島 県 山 口 県 

島 根 県 鳥 取 県 広 島 県 山 口 県 岡 山 県 

岡 山 県 広 島 県 鳥 取 県 山 口 県 島 根 県 

広 島 県 山 口 県 岡 山 県 島 根 県 鳥 取 県 

山 口 県 島 根 県 広 島 県 鳥 取 県 岡 山 県 

※ 第１順位の支援担当県は、支援が困難な場合は、あらかじめ定めた順位に従い

支援担当県の調整を行うとともに、調整結果をブロック内各県へ報告する。 

②中国・四国ブロックで対応する場合 

○大規模広域的な災害への備えとして、下表のとおり、中国・四国ブロックで対

応可能な場合を想定した支援の相手方を予め決定

グルーピング 構 成 県 

グ ルー プ １ 鳥 取 県 徳島 県 

グ ルー プ ２ 岡 山 県 香川 県 

グ ルー プ ３ 広 島 県 愛媛 県 

グ ルー プ ４ 島 根 県 山口 県  高 知 県 
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イ 支援担当県の役割 

①連絡員を被災県に派遣し、情報収集を行い、被災地ニーズ等を把握 

②被災地ニーズに応じた支援を円滑かつ迅速に実施 

③連絡員派遣の検討開始、連絡員派遣、被災地ニーズ、支援状況等の情報を会長県

（広域支援本部設置後は、広域支援本部）に報告 

ウ 支援担当県と被災県が被害状況等の情報共有を開始する時期 

①被災県に災害対策本部が設置されたとき 

※ 被災県は、災害対策本部を設置したときは、中国ブロック内の各県にメール及

びＦＡＸにより連絡する。 

②被災県において、震度６弱以上の地震が観測されたとき又は大津波警報が発表

されたとき 

③被災県において、被害の規模が甚大な災害等が発生したとの情報を得たとき 

※ 支援担当県は、被災県と共有した情報を会長県（広域支援本部設置後は、広域

支援本部）に報告する。 

エ 支援担当県が連絡員を派遣する時期 

①被災県から支援担当県に対して、支援要請の意向が示されたとき 

②支援担当県が、災害等の実態に照らし支援が必要と判断したとき 

③通信の途絶等により、支援担当県が被害状況等の情報を収集することが困難な

場合において、被災県に甚大な被害が推測されるとき 

※ 支援担当県が被災県へ連絡員を派遣したときは、会長県にその旨を連絡する。 

（２）被災県の役割 

被災県は、被災地ニーズを把握し、県内外からの応援を円滑に受け入れるため

の総合調整を行う。 

このため、物的支援、人的支援（派遣制度による支援を含む。）の充足状況など、

支援状況等の全容を把握する。 

（３）会長県（広域支援本部設置後は広域支援本部）の役割 

支援担当県から報告された連絡員派遣、被災地ニーズ、支援状況（派遣制度によ

る支援を含む。）等の情報を、ブロック内各県へメール及びＦＡＸにより提供する

とともに、第２章３（３）に定める自治体間協定や派遣制度の要請先機関に対し、

随時、情報提供を行う。 

なお、会長県が被災し、会長県の役割を果たすことが困難であると見込まれる

場合は、本章２（１）に定める広域支援本部設置の例により、あらかじめ定めた順

位により次の県に連絡し、早期に代行県を決定する。 

※ 報告された情報を基に、必要に応じて広域支援本部設置の準備を行う。 
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２ 広域支援本部の設置・運営 

（１）広域支援本部の設置 

ア 設置の時期等 

①中国ブロック内の被災県から会長県に支援要請があったとき 

※ 被災県は、会長県に支援要請書（協定実施要領別記様式）を提出する。 

②四国４県広域支援本部から会長県に支援要請があったとき 

③被災県からの支援要請を待ついとまがないと認められるときについては、支援

担当県による被災県の災害等の状況把握により、特に緊急を要すると判断した

場合も含むものとする。 

イ 設置場所 

①会長県に広域支援本部を設置 

②被災県に広域支援本部現地連絡室を設置 

③会長県が被災したことにより広域支援本部の設置ができない場合は、予め定め

た順位に従い、広域支援本部を設置する県を決定 

なお、予め定めた順位により、広域支援本部の設置が困難な場合は、速やかに

次の県に連絡するものとする。 

本部設置県 

（会長県） 

会 長 県 が 被 災 し た 場 合  

第１順位 第２順位 第３順位 第４順位 

山口県 島根県 鳥取県 広島県 岡山県 

※ 順位は、在任期間の長い順、会長互選の例に準拠 

ウ 広域支援本部の組織 

本 部 長 

（会長） 

副本部長 

（会長県副知事）

事 務 局 長 

（会長県広域防災責任者） 

事務局員

○ 会長県防災担当者（数名）

○ 各県連絡調整員

（必要に応じて１～２名）

本 部 員 
（各県広域防災責任者）

※ 会長県が被災した場合の本部長、副本部長、事務局長は、それぞれ広域支援本部

設置県の知事、副知事、広域防災責任者とする。

エ 広域支援本部の業務 

広域支援本部は以下の業務を担う。 

①広域支援本部が設置された時は、被災県を除くブロック内各県に、中国５県広

域支援本部設置通知書（本部設置運営要領様式１-①から③）により通知する。

また、必要に応じ、広域支援本部への連絡調整員の派遣を要請する。（連絡調整
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員の派遣を要請しない場合は、本マニュアルに記載されている当該連絡調整員

を通じて行う各県との調整は、広域支援本部とブロック内各県で、電話やメー

ル、ＦＡＸ等により、直接実施するものとする。） 

被災県に対しても同通知書をメール及びＦＡＸにより提供し、広域支援本部の

設置を連絡する。 

②会長県は広域支援本部が設置されたときは、原則、被災県に連絡員を派遣し、

「広域支援本部現地連絡室」を設置する。 

③広域支援本部で協議・決定した事項を連絡員（広域支援本部現地連絡室）へ伝達

する。 

④支援を行うブロック内各県の支援状況等の情報を集約する。 

⑤応援実績の取りまとめ及び公表 

・支援担当県やブロック内各県の応援実績を取りまとめ、報道発表する。 

⑥被災県支援に係るブロック内各県との調整 

（ア）物的支援 

・被災県から支援物資の要請があった場合、連絡調整員と調整の上、ブロック

内各県に支援物資提供数の割り当てを行う。 

・被災県外に物資の臨時受入拠点を開設する場合、ブロック内各県と調整し、

支援物資の輸送経路、受入拠点適地を考慮し決定する。 

（イ）人的支援 

・被災県から人的支援の要請があった場合、連絡調整員と調整の上、ブロック

内各県に人員の割り当てを行う。 

（ウ）広域避難 

・被災県から避難者受入れの要請があった場合、被災県から入手した避難者リ

スト、被災地の位置及び輸送手段等を勘案し、ブロック内各県に避難者の受

入れを依頼するとともに、避難が可能となる施設（旅館・ホテル、公共住宅

等）の斡旋・提供の検討を依頼する。 

⑦応援地域の割当てに係るブロック内各県との調整 

⑧支援内容を支援通知書（本部設置運営要領様式３）により被災県へ通知する。 

⑨四国ブロックとの連携・調整 

・支援情報等を共有 

・支援割当に係る調整 

⑩全国知事会等との調整 

・全国知事会との窓口として、他ブロックへの支援要請や支援地域の割当等を

実施 

⑪その他被災地支援に必要な調整 
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オ 広域支援本部設置県以外の県の業務 

①広域支援本部設置県以外の県は、以下の役割を担う。 

・中国ブロック内のいずれかの県で広域支援の可能性がある災害が発生したと

きは、会長県（広域支援本部設置後は、広域支援本部）及び被災県に対する第

１順位の支援担当県との連絡体制の確保に努める。 

・広域支援本部が設置された場合は、速やかに実施可能な支援内容を支援内容

等連絡書（本部設置運営要領様式２）により広域支援本部へ連絡する。また、

広域支援本部からの求めに応じ、連絡調整員を派遣する。 

②広域支援本部へ派遣された連絡調整員は、以下の業務を担う。 

・広域支援本部に集約された情報を自県に報告する。 

・広域支援本部で協議した支援割当案等を自県に報告するとともに、支援割当

案に対する自県の意見を広域支援本部へ報告する。 

・広域支援本部で決定した支援割当などの事項を自県に報告するとともに、自

県の支援状況を支援状況報告書（本部設置運営要領様式４）により広域支援

本部へ報告する。 

カ 広域支援本部の廃止 

①広域支援本部（現地連絡室含む）の廃止は、被災県の状況に応じて、被災県と

広域支援本部が協議の上、決定する。

②被災県は、被災状況から受援継続が必要と判断される場合は、広域支援本部

に受援の継続を要請する。

（２）広域支援本部現地連絡室 

ア 広域支援本部現地連絡室の設置 

広域支援本部は、被災県ごとに「広域支援本部現地連絡室」を設置する。 

なお、「広域支援本部現地連絡室」は、広域支援本部から派遣された連絡員、及

び被災県に連絡員を派遣していた支援担当県等の連絡員で構成し、広域支援本部

から派遣された連絡員が現地連絡室の総括を担う。 

また、必要に応じて、本部へ連絡員の増員（支援担当県以外のブロック内の県か

らの派遣）を要請する。 

イ 広域支援本部現地連絡室の業務 

現地連絡室は、現地における支援窓口として、被災県と応援県等との連絡調整

を中心とする業務を実施する。 

なお、被災県と応援県等との間で行われる諸調整は、原則、現地連絡室を経由し

て実施されることとなるため、随時、情報の整理等を行い、被災県及び広域支援本

部等と情報共有を行う。 

【主な業務】

①被災県との情報連絡・共有体制の確立 

②被災県の支援ニーズの把握 
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・現地連絡室の総括責任者は、被災県の災害対策本部会議へ出席するなど、自

主的・積極的に情報収集を行う。 

③各県の支援実施状況の把握・整理 

④広域支援本部との連絡調整 

・現地連絡室は、収集した情報を支援活動に活用するほか、広域支援本部やブ

ロック内各県に適時適切に情報提供を行う。 

⑤広域避難を実施する場合の被災県との調整 

⑥現地におけるブロック内外の応援県その他関係団体等との連絡調整 

・現地連絡室は、連絡調整会議を定例的に開催し、現地における応援県や関係

団体による応援活動の調整等を行う。 

⑦その他現地における支援活動に必要な業務 

ウ 広域支援本部現地連絡室（連絡員の派遣）の終了 

①広域支援本部現地連絡室（連絡員の派遣）の終了は、被災県の状況に応じて、被

災県と広域支援本部が協議の上、決定する。 

②被災県は、被災状況から受援継続が必要と判断される場合は、広域支援本部に

現地連絡室（連絡員の派遣）の継続を要請する。 

（３）広域支援本部の業務の実施 

災害の規模、被災地域の範囲等を踏まえ、本部長が適当と認める場合は、（１）

エに掲げる広域支援本部の業務のうち、ブロック内各県との調整に係る業務の全

部または一部を、広域支援本部現地連絡室で実施することができるものとする。 

なお、その際、広域支援本部現地連絡室は、当該業務の処理状況について、適

宜、広域支援本部に報告するものとする。 

5-4-9
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⑥支援の実行 
（人的・物的支援、広域避難） 

⑤状況報告 
（自県だけで対応可能との報告） 

④⑦情報提供 

③状況報告

（追加支援要請） 

（追加の支援実施） 

３ 災害規模別の対応 

（１）局地的災害（支援担当県対応、会長県による軽微な広域調整を含む。） 

①ブロック内において災害が発生し、被災県単独で十分な応急措置等を実施でき

ない場合は、支援担当県は被災県に連絡員等を派遣して、被害状況、被災地ニー

ズの情報収集を開始し、収集した情報を自県及び会長県へ報告する。 

②支援担当県は、収集した被害状況や被災地ニーズから、自県だけで支援が可能

かどうか判断し、自県だけで支援が可能と判断した場合は、会長県へその旨を

連絡する。また、一部の物的支援のみ自県で対応できない場合など、部分的にブ

ロック内各県の支援が必要である場合は、会長県に対し、追加の支援を要請す

る。 

③支援担当県は、被災地ニーズに応じた支援を円滑かつ迅速に実施する。 

【支援担当県のみで対応する場合（会長県による軽微な広域調整を含む。）】 

①被災県から支援担当県へ要請 

②支援担当県から被災県へ連絡員を派遣 

③連絡員は、支援担当県及び会長県へ被災状況や支援ニーズを報告 

④会長県は、支援担当県を除くブロック内各県へ被災状況や支援ニーズを情報提

供 

⑤支援担当県は、会長県へ自県だけで対応可能な旨を連絡 

（一部の物資等、部分的に自県だけで対応できないものがある場合は、会長県

へブロック内各県からの追加支援を要請） 

⑥支援担当県による支援の実行 

中国ブロック 

会長県 
支援担当県 

①
支
援
要
請

②
連
絡
員
の
派
遣

③
状
況
報
告

連絡員 

ブロック内 

各県 

＜カウンターパート制＞ 

被災県（災害対策本部） 災害発生 

（追
加
支
援
要
請
）
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⑦会長県は、ブロック内各県へ支援担当県のみで対応可能な旨を情報提供 

（支援担当県から、一部の物資等、部分的な追加支援要請があった場合は、ブロ

ック内各県へ追加支援を要請、要請を受けたブロック内各県は追加支援を実施） 

（２）局地的災害（広域支援本部対応に移行する場合） 

①支援担当県は、収集した被害状況や被災地ニーズから、自県だけで支援が可能

かどうか判断し、中国ブロック全体による支援が必要と判断した場合は、可能

な範囲の支援を継続するとともに、会長県に対しその旨を報告する。 

②会長県は、被災県から支援要請があったとき、又は、被災県からの支援要請を待

ついとまがないと認められ、特に緊急を要すると判断した場合は、広域支援本

部の設置を決定するとともに、必要に応じて、ブロック内各県（被災県を除く。）

へ連絡調整員の派遣を要請する。 

③被災県から要請があった場合、又は、広域支援本部が被害状況等から重点的な

支援が必要と判断した場合、広域支援本部は、支援を行う県に対し、当該被災県

の市町村ブロック圏域又は市町村を応援地域として割り当てる。 

④広域支援本部は、「広域支援本部現地連絡室」を設置し、被災地ニーズの把握に

努めるとともに、現地においてブロック内外の支援県その他関係団体との連絡

調整（被害状況や支援ニーズ等の情報共有、応援県の連絡調整会議の開催、応援

活動の調整等）を実施する。この場合、広域支援本部は、支援担当県に対し、引

き続き、現地連絡室に連絡員の派遣（広域支援本部の連絡員を補佐）を要請する

とともに、自らも一定の判断を行うことのできる総括責任者（管理職等を充て

る。）を配置する。また、必要に応じて、ブロック内各県（被災県を除く。）に

対し、連絡員の派遣を要請する。 

⑤広域支援本部は、現地連絡室を通じて被災県の支援ニーズ等の情報収集を行い、

必要に応じて中国ブロック内の各県に、被災県に対する支援実施を要請する。 

5-4-11
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②本部設置連絡

（連絡調整員派遣要請）

②本部設置連絡

（連絡調整員派遣要請）

⑤支援要請 ⑤支援要請 

【中国ブロックで対応する場合】 

①被災県から会長県へ支援要請書（協定実施要領別記様式）により広域支援本部

による支援を要請 

②会長県は、支援担当県及びブロック内各県に、中国５県広域支援本部設置通知

書（本部設置運営要領様式１－①から③）により通知し、必要に応じて、連絡調

整員の派遣を要請 

（②の要請があった場合は、支援担当県及びブロック内各県から、広域支援本

部へ連絡調整員を派遣） 

③広域支援本部は、被災県へ連絡員を派遣し、広域支援本部現地連絡室を設置 

（現地連絡室は、広域支援本部、支援担当県及びブロック内各県へ状況報告） 

④現地連絡室は、被災県の支援要請をとりまとめ、広域支援本部へ報告 

⑤広域支援本部は、支援担当県及びブロック内各県と調整の上、支援担当県及び

〔広域支援本部による調整〕 

③
連
絡
員
派
遣
・現
地
連
絡
室
の
設
置

必要に応じ、連絡

員を追加派遣

広域支援本部現地連絡室 
※運営の主体は、会長県が担い、支援担

当県が補佐する。

支援担当県 
広域支援本部

（会長県） 

ブロック内 

各県 

被災県（災害対策本部） 

⑥支援実施 

状況報告 

⑥支援実施 

連絡調整員連絡調整員

連絡員 ①
広
域
支
援
本
部
設
置
を
要
請

④
支
援
要
請

5-4-12
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ブロック内各県へ支援を要請するとともに、支援内容を支援通知書（本部設置

運営要領様式３）により被災県へ通知 

⑥支援担当県及びブロック内各県は、支援を実行し、支援状況報告書（本部設置運

営要領様式４）によりを広域支援本部へ報告 

（３）大規模災害（他ブロックも含めた支援対応に移行する場合） 

会長県（又は広域支援本部）は、被災県及び支援担当県と調整の上、収集した被

害状況や被災地ニーズから、自ブロックだけで支援が可能かどうか判断し、ブロ

ック外からの支援が必要と判断した場合は、次の自治体間協定により、ブロック

外からの支援を要請する。 

【協定別の支援要請先等一覧】 

協定等の名称 人的 

支援 

物的 

支援 

要請先等 関係マニュアル等 

被
災
市
町

被
災
県

被
災
市
町

被
災
県

自

治

体

間

協

定 

中国・四国地

方の災害等発

生時の広域支

援に関する協

定 

〇 〇 〇 〇 被災県⇒ 

会長県⇒ 

四国知事会常任世

話人県 

中国・四国地方の災

害等発生時の広域支

援に関する協定に基

づく支援・受援マニ

ュアル 

関西広域連合

と中国地方知

事会との災害

時の相互応援

に関する協定 

〇 〇 〇 〇 被災県⇒ 

会長県⇒ 

関西広域連合広域

防災局 

関西広域連合と中国

地方知事会との災害

時の相互応援に関す

る協定実施要領 

全国知事会協

定 

× 〇 〇 〇 被災県⇒ 

会長県⇒ 

全国知事会事務局 

全国都道府県におけ

る災害時等の広域応

援に関する協定実施

細目 

＜参考＞       

派

遣

制

度 

応急対策職員

派遣制度 

〇 × × × 被災県⇒ 

ﾌﾞﾛｯｸ幹事県⇒ 

現地調整会議（総

務省） 

応急対策職員派遣制

度に関する要綱 

5-4-13
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第２編 支援編 

第１章 情報収集体制の確立と連絡員の派遣 

１ 趣旨 

支援担当県（広域支援本部設置後は、広域支援本部）は、支援活動を迅速かつ的確に

実施するため、被害状況、被災地ニーズ、対応状況等に関する情報収集を行い、関係機

関・団体等と情報共有を図る。 

２ 情報収集・共有体制の確立 

支援担当県は、被災県において次の基準に該当する災害が発生した場合は、被害状

況等を把握し支援の要否を検討するために、情報収集・共有体制を確立する。 

把握した情報は、会長県を通じてブロック内各県に適宜提供し、情報共有を図る。 

【情報収集・共有を開始する時期】 

・被災県に災害対策本部が設置されたとき 
※ 被災県は、災害対策本部を設置したときは、中国ブロック内の各県にメール及

びＦＡＸにより連絡する。 

・被災県において、震度６弱以上の地震が観測されたとき又は大津波警報が発表

されたとき 

・被災県において、被害の規模が甚大な災害が発生したとの情報を得たとき 

３ 連絡員の派遣準備 

支援担当県は、被災県において甚大な被害等の発生を覚知又は推測される場合は、

直ちに被災県への連絡員の派遣に備えて、次のことを行う。 

また、広域支援本部の設置が見込まれる場合の会長県も同様とする。 

①連絡員は、被災県の負担とならないよう、被災地における活動に必要な物資や

食料・宿泊場所等は、原則、自己完結型として準備する。 

【連絡員の携行品】 

車両等移動手段、携帯電話、衛星携帯電話、地図、食料、飲料水、 

事務用品、携帯用トイレ、ウエットティッシュ、ドライシャンプー、

マスク、寝袋・毛布、防寒着、ライト、ヘルメット、手袋 等 

②支援担当県は、被災県と通信連絡が取れない場合には、直ちに連絡員を派遣す

るための準備を進める。 

③支援担当県は、連絡員の派遣期間が長期化することも踏まえ、交代要員を含む

１チーム２～４名の派遣体制とする。 

また、連絡員は、被災県の受援調整担当者との窓口となり、様々な調整が必要

となることから、可能な限り１チームのうち最低１名は管理職あるいは、それ

に相当する職員とする。 

5-4-14

-19-



- 13 - 

４ 連絡員の派遣 

（１）派遣の決定時期 

①被災県から、支援担当県に対して支援要請の意向が示されたとき 

②支援担当県が、災害等の実態に照らし支援が必要と判断したとき 
※ 救助・救急機関等による広域での活動が見込まれる場合など。 

③通信の途絶等により、支援担当県が被害状況等の情報を収集することが困難な

場合において、被災県に甚大な被害が推測されるとき 
※ 支援担当県は、被災県と連絡員の派遣について人数、連絡先、ルート、到着予定

日時などを調整する。 

※ 支援担当県が被災県へ連絡員を派遣したときは、会長県にその旨を連絡する。 

（２）連絡員の参集場所 

①被災県における連絡員の参集場所は、（別表２）のとおりとする。 

②被災県は、災害の状況等により参集場所等が使用できない場合は、新たに使用

可能なルート及び参集場所を確保するとともに、変更事項を支援担当県及び連

絡員へ速やかに連絡する。 

（３）参集場所への誘導に必要な情報の収集 

①被災県は、支援担当県へ緊急輸送路に関する情報を提供する。 

②支援担当県は、被災県からの情報収集が困難な場合は、被災県警察本部等から

情報を入手する。 

５ 連絡員の役割 

（１）連絡員の業務 

①被災地の被害状況、被災地ニーズ等の情報を収集 

②収集した情報については、支援担当県及び会長県へ報告（広域支援本部設置後

は、広域支援本部、支援担当県及びブロック内各県へ報告） 

③支援実施に関する被災県との調整 

（２）情報収集項目 

連絡員は、次の情報を自主的かつ積極的に収集し報告する。 

①被害状況 

②県又は市町村からの支援要請事項（被災地ニーズ） 

③広域防災拠点等の活動拠点及び活動拠点までの緊急輸送路の状況 

④応援要員の参集場所、活動区域、緊急輸送路の状況 

⑤被災地域内における他機関の活動情報 

5-4-15
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被害状況・支援ニーズの報告

支援の実行 

被害状況の報告

支援の実行 

支援要請

被害状況の報告 支援要請

支援の実行 

支援状況

の報告 

支援状況

の報告 

被害状況・支援ニーズの報告

支援状況の報告 

支援ニーズの報告

支援の実行 

被害状況の報告 

⑥その他必要な事項 

（３）情報連絡の流れ 

＜広域支援本部が設置されていない場合＞ 

＜広域支援本部が設置されている場合＞ 

６ 派遣の終了 

（１）連絡員の派遣の終了は、被災県の状況に応じて、被災県と支援担当県（広域支援

本部設置後は、広域支援本部）が協議の上、決定する。 

（２）広域支援本部現地連絡室が設置された場合は、支援担当県の連絡員が担っていた

業務は広域支援本部現地連絡室が引き継ぐ。 

なお、被災県に広域支援本部現地連絡室が設置され、ブロック内各県から広域

支援本部現地連絡室へ連絡員が派遣される場合には、当該連絡員に対し、適切に

業務の引き継ぎを行い、支援業務に支障が生じないよう留意する。 

※ＦＡＸ等による通知・連絡は文字を明瞭に記入すること※

支援担当県以外の

ブロック内各県

広域支援本部 

現地連絡室 

（連絡員） 支援担当県

広域支援本部

被災県 

（災害対策本部） 

参集場所

（別表２）

連絡員 

支援担当県

会長県

被災県 

（災害対策本部） 

参集場所

（別表２）
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第２章 物的支援 

１ 趣旨 

支援担当県は、被災県から要請があった時又は、連絡員からの情報に基づいて支援

が必要と判断した時に、備蓄物資等を支援物資として被災県の受入拠点まで輸送する。 

また、広域支援本部設置後は、広域支援本部は、被災県から要請があった時又は、連

絡員からの情報に基づいて支援が必要と判断した時に、ブロック内各県と調整の上、

備蓄物資等を支援物資として被災県の受入拠点まで輸送する。 

なお、国の「物資調達・輸送調整等支援システム」を活用するなど、円滑な支援物資

の調達や輸送等に努めるものとする。 

２ 支援物資の内容 

・支援物資の品目・単位は（別表３）とするが、この中にない物資であっても、提供が

可能な場合は、支援物資とする。 

・支援物資の備蓄量については、支援物資の単位（○ ・○本など）を統一した上で、

ブロック内各県で定期的に情報共有を行うこととする。 

（例えば、飲料水の場合は「何ｍ のペットボトルが○本」など） 

３ 支援の準備 

支援担当県（広域支援本部設置後は、広域支援本部）は、必要な支援を遅滞なく実施

するため、連絡員を通じて、被災県から情報収集を行い、被災地ニーズを把握する。 

併せて、受入拠点から各避難所までの輸送体制についても、情報収集を行う。 

４ 支援の実施 

（１）支援内容の決定 

支援物資の品目及び数量は、被災県からの要請内容を原則とする。 

支援担当県は、連絡員を通じて、被災県の要請内容を把握し、支援物資の品目及

び数量を決定する。 

ただし、支援担当県（広域支援本部設置後は、広域支援本部）は、災害等の実態

に照らし緊急を要し、被災県からの要請を待ついとまがないと認められるときは、

連絡員からの情報に基づき、支援物資の品目及び数量を決定する。 

（２）物資の調達 

支援担当県は、自らの備蓄物資（各県共有情報参照）に加え、管内市町村や災害

時の物資調達に係る協定を締結している事業者等から必要な物資を調達し、受入

拠点へ輸送する。 

支援担当県で必要な物資を調達できない場合、その旨を会長県に連絡し、会長

県は、ブロック内各県と調整を行い、支援担当県以外の県に支援物資の提供を要

請する。 

会長県から要請を受けたブロック内各県は、支援担当県と連携して支援を実施

する。 
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また、広域支援本部設置後は、広域支援本部から支援要請があった支援担当県

を含むブロック内各県（以下「支援県」という。）は、広域支援本部の全体調整の

下、要請があった物資を調達し、支援を実施する。 

（３）提供可能物資リストの配布 

支援担当県は、支援物資として提供可能物資リストを作成し、被災県に提供す

る。 

また、広域支援本部設置後は、広域支援本部が整理した提供可能物資リストを

広域支援本部現地連絡室を通じ被災県に提供する。 

（４）支援物資の具体的な流れ 

（５）臨時受入拠点の開設 

被災県内に必要な受入拠点を確保できないため、被災県から被災県外に臨時受

入拠点を開設するよう要請があった場合は、支援担当県内に臨時受入拠点を開設

するか又は広域支援本部が調整のうえ、ブロック内の県内に臨時受入拠点を開設

する。 

このため、平時において、各県ごとに、応援のための臨時受入拠点候補として有

力な施設の絞り込みを行い、各県のマニュアル等に反映させるなど、必要な準備

に努める。 

また、臨時受入拠点の運営は、開設する支援県が、民間事業者の協力を得ながら

自県のマニュアル等に基づき主体的に実施する。この際、可能な限り、被災県から

連絡員を臨時受入拠点に派遣する。 

（６）中継 

支援担当県は、必要に応じ、支援物資を支援担当県内の集積拠点で一次保管し、

被災県及び被災市町村の受入拠点における物資の充足状況や滞留状況を確認しな

がら、物資の需要調整を行う。 

なお、広域支援本部設置後は、これらの物資の需要調整は、広域支援本部が実施

する。 

（７）梱包方法 

支援担当県（広域支援本部設置後は、支援県）は、開封しなくても内容物が判別

できるよう、下記に例示した項目を１箱毎に明示する。 

市町村 

県 

集 積 

拠 点 

県 

（１次）

受 入 

拠 点 

各
避
難
所
等

＜支援担当県＞ ＜被災県（被災市町村）＞ 

収 集 

依 頼 

物 資

物 資

支援物資

協定先企業 

市町村 

（２次）

受 入 

拠 点 
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①支援物資品目 

②規格毎の数量 

③有効期限（消費期限） 

④提供元機関名 

なお、混載する場合には、被災地で作業を行うことなくそのまま被災者に配布

できるようにする（例えば、避難所において最低限必要な生活・衛生用品をパッケ

ージ化する）などの工夫をする。 

（８）輸送時の情報共有 

支援担当県（広域支援本部設置後は、支援県）は、発送時に、下記に例示した項

目を伝票化し、被災県担当部署と情報を共有する。 

①支援物資品目 

②品目・規格毎の数量及び梱包数量 

③有効期限（消費期限） 

④輸送先 

⑤輸送方法、輸送日・時間 

⑥提供元機関名・担当者名、連絡先 

（９）輸送に係る調整 

連絡員は、被災県の受援調整担当者と以下の事項について調整し、自県（広域支

援本部設置後は、広域支援本部及び支援県）に連絡する。 

【連絡員の調整事項】 

・輸送品目・輸送数量 

・出発・到着日時、輸送方法・ルート 

・輸送業者名、ドライバー連絡先 

・車両規格、車両仕様、車両ナンバー 

【受援調整担当者の主な調整事項】 

・受入拠点所在地、現地担当者名・連絡先 

・受入日時、輸送ルート 

・受入拠点の仕様、作業員の要否 

・燃料の供給状況、供給可能場所 

（10）支援状況の報告 

支援担当県は、支援状況を適正に管理し、会長県へ報告する。（広域支援本部設

置後は、支援県は、支援状況報告書（本部設置運営要領様式４）により、広域支援

本部へ報告） 
※ 報告時期は広域支援本部と調整する。 

５ 支援の終了 

（１）支援の終了は、被災県の状況に応じて、被災県と支援担当県（広域支援本部設置

後は、広域支援本部）が協議の上、決定する。 
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（２）被災県は、被災状況から応援継続が必要と判断される場合は、支援担当県（広域

支援本部設置後は、広域支援本部）に応援の継続を要請する。 

※ＦＡＸ等による通知・連絡は文字を明瞭に記入すること※
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第３章 緊急輸送路及び輸送手段の確保 

【支援の概要図】 

連携 

協力

要請 

物資の支援要請 

（広域支援本部設置） 

輸送経路の情報提供 

物資の支援要請 

（広域支援本部設置前） 

輸送経路の情報提供 

道路啓開 

の要請 

輸送 

広域支援本部 

・国出先機関や運送事業者等 

 との調整 

被災県 

・輸送経路の確保 

・輸送手段の確保 

・燃料の確保 

・物資の輸送   等 

被災市町村 

支援担当県（又は支援県）

・輸送経路の確保 

・輸送手段の確保 

・燃料の確保 

・物資の輸送   等 

道路管理者 

実働機関 

・自衛隊 

・海上保安庁 

関係団体 

・運送事業者 

・鉄道事業者 

国出先機関 

・地方運輸局・地方航空局 

・経済産業省 等 

要請 

輸送支援

の要請 

輸送支援 

輸送 
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１ 趣旨 

支援担当県（広域支援本部設置後は、支援県）は、物資・人員の緊急輸送を迅速に

行うため、関係機関の協力を得て、陸路のみならず、海路、空路も含め、多様な輸送

経路・手段を確保する。 

２ 調整担当者の配置 

支援担当県（広域支援本部設置後は、支援県）は、支援のため、緊急輸送路及び輸

送手段の確保に関する調整担当者を置き、次のことを行う。 

①緊急輸送路及び輸送手段の調整に関すること 

②関係機関との連絡調整に関すること 

③その他必要な事項に関すること 

３ 緊急輸送路の確保 

支援担当県（広域支援本部設置後は、支援県）は、道路管理者、警察等と連携し、

輸送経路に当たる道路の状況を把握するとともに、鉄道の運行状況や港湾施設、船

舶の状況も把握し、被災県までの輸送経路を確保する。 

４ 輸送手段の確保 

（１）支援担当県（広域支援本部設置後は、支援県）は、公用車やレンタカー等の活用

により車両を確保する。 

（２）県トラック協会等運送事業者に対し、輸送手段の確保について協力を要請する。 

（３）ヘリコプターを使用して物資又は人員の輸送を行う必要がある場合は、自県内の

消防防災ヘリコプター等を活用する。 

（４）輸送手段の確保が困難な場合は、広域支援本部を通じて、国土交通省地方運輸局

又は地方航空局、海上保安庁に輸送手段の確保に関する協力（事業者に対する協力

要請、緊急輸送活動の実施等）を要請する。 

５ 燃料の確保 

支援担当県（広域支援本部設置後は、支援県）は、輸送に必要な燃料（ガソリン・

軽油）を確保する。 
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第４章 人的支援 

１ 趣旨 

支援担当県は、被災県において必要な災害対策業務及び当該業務の実施に必要な

応援要員の人数等を的確に把握し、必要に応じて管内市町村及び関係団体・機関と

連携して速やかに応援要員を派遣する。 

また、広域支援本部設置後は、広域支援本部は、被災県において必要な災害対策業

務及び当該業務の実施に必要な応援要員の人数等を的確に把握し、ブロック内各県

（支援担当県を含む。以下、同じ）へ応援対応の可否、応援派遣可能人数等を確認し

た上で、応援要員の人数を割振り、派遣を要請する。派遣要請を受けたブロック内各

県は、必要に応じて管内市町村及び関係団体・機関と連携して速やかに応援要員を

派遣する。 

２ 支援担当県（又は広域支援本部）の業務 

（１）情報収集 

支援担当県は、連絡員を通じて、被災地のニーズを把握し、会長県と情報を共有す

る。 

また、広域支援本部設置後は、広域支援本部は、現地連絡室を通じて、被災地のニ

ーズを把握し、ブロック内各県と情報を共有する。 

（２）応援要員の確保 

支援担当県は、被災県から派遣内容の連絡があったとき又は情報収集の結果によ

り応援が必要と判断されるときは、管内市町村と連携し、応援要員を確保する。支援

担当県で応援要員を確保できない場合は、その旨を会長県へ連絡する。 

また、広域支援本部設置後は、広域支援本部は、被災県から派遣内容の連絡があっ

たとき又は情報収集の結果により応援が必要と判断されるときは、ブロック内各県

へ応援対応の可否、応援派遣可能人数等を確認した上で、応援要員の人数を割振り、

派遣を要請する。派遣要請を受けたブロック内各県は、必要に応じて管内市町村及

び関係団体・機関と連携して速やかに応援要員を派遣する。 

＜留意事項＞ 全国知事会等の「都道府県相互の広域応援体制におけるカバー(支援)県の主な

役割・活動モデル」（平成 25 年 3 月）より

・人的支援については、災害対応で忙殺される被災県において、必要とされる分野や人数

等を整理し、過不足なく支援担当県や広域支援本部に要請を行うことは困難である。

・特に、避難所運営業務や物資運搬・配布業務など、平時の業務との関連が乏しく、発災

と同時に新たに発生し、人命救助等に注力する警察や消防等では担うことが難しい業務

については、支援の漏れ・落ちが発生しやすく、支援の窓口（所轄部署）も明確になっ

ていない場合も多い。

・こうした業務は、いわば「人海戦術」で行う必要があり、発災直後から相当数の人員が

必要とされることから、被災県からの要請がなかったり、必要数が明確でない段階であ

っても、支援担当県を中心にプッシュ型で人的支援を行う体制を早期に整える必要があ

る。
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（３）業務の割当て 

支援担当県（広域支援本部設置後は、広域支援本部）は、被災県と協議の上、業務

が効率的に実施されるよう応援要員に業務を割り当てる。 

（４）宿泊施設及び交通手段の確保 

支援担当県（広域支援本部設置後は、支援県）は、応援要員の宿泊施設及び交通手

段を確保する。 

なお、交通手段の確保にあたっては、被災県を支援する他の県や管内市町村等と

乗り合わせて往来するなど、効率的に行う。 

（５）応援要員の派遣 

支援担当県（広域支援本部設置後は、支援県）は、応援要員、宿泊場所、移動手段

が確保でき次第、応援要員を派遣する。また、必要に応じて、管内市町村が被災市町

村へ応援要員を派遣する場合の派遣先の調整を行う。 

＜留意事項＞ 全国知事会等の「都道府県相互の広域応援体制におけるカバー(支援)県の主

な役割・活動モデル」（平成２５年３月）より

（派遣形態）

・自治体間の職員派遣の形態は、地方自治法第 252 条の 17 の規定による派遣（中長期派

遣）を行うことが適当な場合を除き、派遣自治体の公務出張（短期派遣）とし、その期

間は概ね最長１ヶ月とする。

・地方自治法第 252 条の 17 の規定による派遣の場合は、派遣職員の職・氏名、従事予定

業務、派遣期間等について定めた派遣職員の取扱いに関する協定を派遣元自治体と派遣

先自治体との間で締結する。

（自己完結型の派遣）

・応援要員の派遣にあたっては、応援要員が消費又は使用する物資を携行させる等、でき

る限り派遣先自治体の負担とならないよう配慮する。

（連続性のある派遣）

・被災県や被災市町村の負担を減らす観点から、１週間程度の連続した期間の派遣が望ま

しく、また、半数ずつ交代するなど現地で応援要員同士が引継ぎを行えるような継続的

な派遣が望ましい。

（プッシュ型の派遣）

・支援担当県は、応援要員のニーズの情報が得られない被災地についても、被災状況、避

難者数等の可能な限りの入手情報等に基づき、被災地からの要請がなくても応援要員を

確保し送り込む「プッシュ型」の要員派遣の実施を遅滞なく判断する。

・「プッシュ型」の要員派遣については、被災県・市町村の被災状況を踏まえ、被災地に

負担をかけないよう配慮しつつ、十分な人員が速やかに充足されるよう積極的に実施す

る。

・「プッシュ型」の要員派遣の継続が、被災県・市町村の主体的な災害対応を妨げること

のないよう、要請に基づく「プル型」の派遣への切替えを早く行うよう努める。
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（６）支援状況の報告 

支援担当県は、派遣状況を適正に管理し、会長県へ報告する。（広域支援本部設置

後は、支援県は、支援状況報告書（本部設置運営要領様式４）により、広域支援本部

へ報告） 
※ 報告時期は広域支援本部と調整する。

３ 支援の内容 

発災直後から復旧・復興の段階に至るまで、様々な分野・職種で人的支援が必要と

される。時系列別に派遣を行う分野・職種を例示すれば、次のとおりとなる。 

時 期 派遣を行う分野・職種 

初 動 期 

（発災から３日程度）

○連絡員（先遣隊）、現地連絡室要員 

○医療対策要員 

  ・救護班 

  ・ドクターヘリ 

○避難所運営支援要員 

○物資集積・配送拠点運営要員

※国等の関与により派遣調整が行われる要員

 ○救助・救急対策要員

 ・警察災害派遣隊（警察庁）

 ・緊急消防援助隊（消防庁）

○医療対策要員（ＤＭＡＴ（厚生労働省））

○給水車、給水要員（厚生労働省、日本水道協会）

 ○被災建築物応急危険度判定士（国土交通省）

○被災宅地危険度判定士（国土交通省）

 ※国が派遣する要員

 ○自衛隊

○海上保安庁

 ○被災文教施設応急危険度判定士（文部科学省）

○災害対策現地情報連絡員（リエゾン）

応急対応期 

（避難所） 

・ 

復 旧 期 

（仮設住宅期） 

○避難所運営支援要員

○物資集積・配送拠点運営要員

○保健・医療・福祉連絡要員 

○被災者の心のケア要員 

○応急仮設住宅整備要員 

○社会基盤施設復旧要員 

○災害廃棄物処理計画策定要員 

○被災者生活支援窓口要員

○被災市町村事務全般支援要員（家屋被害調査、
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罹災証明書の発行、市町村税の減免事務等の応援）

○教員（教育支援要員） 

○文化財緊急保全要員 

○ボランティアコーディネーター

○要配慮者支援要員（介助、意思疎通支援）

 ○公衆衛生活動支援要員（災害時公衆衛生チーム等） 

※国等の関与により派遣調整が行われる要員

 ○警察災害派遣隊（一般部隊）（警察庁）

○緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）

 ○水道復旧要員（(公社)日本水道協会）

○下水道復旧要員（(公社)日本下水道協会）

○農地・農業用施設復旧要員（農林水産省）

○海外からの派遣（外務省）

復 旧～復興期 

（仮設～ 

   復興住宅期） 

○社会基盤施設復旧要員 

○被災者の心のケア要員 

○被災者生活支援窓口要員

○被災市町村事務全般支援要員（復興計画の策定等の応援）

※ 「初動期」に掲載した要員は、引き続き「応急対応期・復旧期」でも活動する

ことが想定されるが再掲は省略する。

※ アンダーライン部分は、国等の関与が乏しく、地方公共団体が主体的に派遣調

整することが望ましい分野・職種を示す。

※ 全国知事会等の「都道府県相互の広域応援体制におけるカバー（支援）県の主

な役割・活動モデル」（平成２５年３月）を参考にした。

４ 支援の終了 

（１）支援の終了は、被災県の状況に応じて、被災県と支援担当県（広域支援本部設置

後は、広域支援本部）が協議の上、決定する。 

（２）被災県は、被災状況から応援継続が必要と判断される場合は、支援担当県（広域

支援本部設置後は、広域支援本部）に応援の継続を要請する。 

※ＦＡＸ等による通知・連絡は文字を明瞭に記入すること※
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第５章 広域避難（避難施設の提供） 

１ 趣旨 
県内の複数の市町村が壊滅的な被害を受け、県内の各避難所において避難者を収

容しきれず、避難者の生活環境が不十分な状態が長期化する可能性がある場合は、

県域を越える広域避難を実施し、早期に避難者の生活環境を整える。 
※ 中国電力(株)島根原子力発電所において、原子力災害が発生し広域避難が必要となる場

合は、「島根県広域避難計画」及び「鳥取県広域住民避難計画」に基づき避難を実施する。 

２ 広域避難の受入れ準備 

（１）支援担当県（広域支援本部設置後は、支援県）は、自県の市町村に対して避難所

の開設を要請するとともに、受入可能人数を把握し、被災県と受入市町村間の調整

を行う。 

（２）支援担当県（広域支援本部設置後は、支援県）は、避難行動要支援者の避難にも

配慮し、福祉避難所の開設、医療機関の空きベッド数や福祉施設等の受入可能数の

把握等を速やかに行う。 

（３）支援担当県は、自県のみで避難者を収容しきれない場合は、会長県へ受入の要請

を行う。 

（４）支援担当県（広域支援本部設置後は、支援県）は、被災県から避難者の輸送に係

る応援要請を受けた場合は、運送事業者や旅行会社等の協力を得て調整及び輸送を

行う。 

３ 広域避難の実施 

（１）支援担当県（広域支援本部設置後は、支援県）は、避難者の受入れにあたり、可

能な限り、同一地域や同一市町村の避難者が同じエリアの避難所で受入れられるよ

う配慮する。 

（２）支援担当県（広域支援本部設置後は、支援県）は、総務省に対し、全国避難者情

報システムの立ち上げを要請するとともに、自県の市町村を通じ、広域避難者に対

し、同システムの利用を働きかける。 

（３）支援担当県（広域支援本部設置後は、支援県）は、避難者リストを作成し被災県

へ提供する。 

（４）支援担当県（広域支援本部設置後は、支援県）は、避難の長期化が見込まれる場

合、長期避難が可能となる施設（旅館・ホテルの斡旋、公営住宅の提供等）への避

難を検討する。 

（５）被災県は、全国避難者情報システムを活用するなど、広域避難者に対する、情報・

支援物資・サービス等の提供に支障が生じないよう配慮する。 
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（６）被災県は、自主的な広域避難者も多数存在することから、各都道府県への照会や

全国避難者情報システムを活用し、所在の把握を行う。 

４ 支援状況の報告 
支援担当県は、避難者の受入状況を適正に管理し、会長県へ報告する。（広域支援

本部設置後は、支援県は、支援状況報告書（本部設置運営要領様式４）により、広域

支援本部へ報告） 
※ 報告時期は広域支援本部と調整する。 

５ 広域避難の終了 

（１）広域避難受入れの終了は、被災県の状況に応じて、被災県と支援担当県（広域支

援本部設置後は、広域支援本部）が協議の上、決定する。 

（２）被災県は、被災状況から応援継続が必要と判断される場合は、支援担当県（広域

支援本部設置後は、広域支援本部）に応援の継続を要請する。 

※ＦＡＸ等による通知・連絡は文字を明瞭に記入すること※
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第３編 受援編 

第１章 受援体制の整備 

１ 趣旨 
各県は、被災県の立場となった場合、発災時に寄せられる多数の団体等からの応

援の申出を効果的に活用できるよう、次のとおり、受援体制を整備するものとする。 

なお、各県は、被災県の立場となった場合に備え、あらかじめ、応援側の窓口とな

る「受援調整担当者」を定める。 

２ 情報の提供と共有 

（１）迅速かつ的確な応援側への情報提供 

被災県は、災害対策本部に集約された被災状況・支援ニーズ等の情報を、連絡員

を通じて支援担当県や会長県（広域支援本部）等に速やかに情報提供する。 

（２）応援側との情報共有体制の整備 

被災県は、支援担当県の連絡員が被災県に向かって移動中においても、被災県

の災害対策本部（受援担当者）に連絡できるよう、衛星携帯電話等受信可能な通信

設備を整備しておく。 

また、連絡員の受入後、支援担当県やその他の応援県と迅速かつ円滑な情報共

有を図るため、被害状況等の情報共有や支援内容の調整等を行う。 

３ 受援体制の確立 

（１）受援調整担当者の配置 

被災県は、応援側の窓口となる「受援調整担当者」を置き、次の業務を行う。 

①応援の受入調整に関すること 

※ 被災県は、支援担当県と連絡員の派遣について人数、連絡先、ルート、到着予

定日時などを調整する。 

②支援担当県など応援側と災害対策本部や関係機関との連絡調整に関すること 

③その他必要な事項 

（２）応援側の活動環境の整備 

被災県は、連絡員の活動拠点（業務スペース）を確保するほか、地図などの資料

提供を行い、応援側が現地で円滑に活動できるよう必要な環境を整備する。 

４ 連絡員の受入れ 

（１）連絡員の参集場所 

①被災県における連絡員の参集場所は、（別表２）のとおりとする。 
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②被災県は、災害の状況等により参集場所等が使用できない場合、新たに使用可

能なルート及び参集場所を確保し、変更事項を支援担当県及び連絡員へ速やか 

に連絡する。 

（２）参集場所への誘導に必要な情報の提供 

①被災県は、中国地方整備局、西日本高速道路株式会社、県警察本部、市町村及び

道路管理担当部局等から緊急輸送路に関する情報を入手し、支援担当県（広域

支援本部設置後は、広域支援本部）に連絡する。 

②支援担当県（広域支援本部設置後は、広域支援本部）は、被災県からの情報収集

が困難な場合は、被災県警察本部等から 情報を入手する。 

※ＦＡＸ等による通知・連絡は文字を明瞭に記入すること※
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第２章 物的支援の受入れ 

１ 趣旨 
被災県は、可能な限り正確な支援ニーズを把握し、支援担当県（広域支援本部設置

後は、広域支援本部）へ物資の支援を要請するとともに、支援物資の受入拠点を開設

する。 

なお、国の「物資調達・輸送調整等支援システム」を活用するなど、円滑な支援物

資の要請や受入等に努めるものとする。 

２ 支援物資の内容 
被災県が要請する支援物資の品目・単位は、（別表３）を基本とする。 

３ 支援物資の受入れ準備 
被災県は、可能な限り正確な支援ニーズを把握し、支援担当県（広域支援本部設置

後は、広域支援本部）へ支援を要請する。 

なお、被災県は、被災市町村が避難所の物資支援ニーズを把握できない場合は、被

災市町村や避難所に職員を派遣し、ニーズの把握に努める。 

４ 支援物資の受入れ 

（１）受入拠点の開設 

①被災県は、県内における支援物資の受入拠点（各県共有情報参照）を開設し、支

援担当県（広域支援本部設置後は、広域支援本部）に連絡する。 

②被災県は、支援物資の円滑な受入れを行うため、受入拠点に誘導員を待機させ

る。 

③災害の状況等により受入拠点が使用できない場合は、使用可能な受入拠点を 

確保するとともに、変更事項を支援担当県（広域支援本部設置後は、広域支援本

部）へ速やかに連絡する。 

④被災県内の受入拠点だけでは不足する場合は、支援担当県（広域支援本部設置

後は、広域支援本部）に被災県外に臨時受入拠点を開設するよう要請する。 

（２）受入拠点への誘導に必要な情報の提供 

被災県は、中国地方整備局、西日本高速道路株式会社、県警察本部、市町村及び

道路管理担当部局から緊急輸送路に関する情報を入手し、支援担当県（広域支援

本部設置後は、広域支援本部）に連絡する。

（３）民間事業者の活用 

被災県は、災害対策本部又は受入拠点に物流専門家を派遣するなど、民間事業

者のノウハウを活用する。
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（４）支援物資の受入れの流れ 

（５）受入れに係る調整 

受援調整担当者は、支援担当県の連絡員（広域支援本部設置後は、広域支援本部

現地連絡室）と以下の事項について調整する。

【受援調整担当者の主な調整事項】 

・受入拠点所在地、現地担当者名・連絡先 

・受入日時、輸送ルート 

・受入拠点の仕様、作業員の要否 

・燃料の供給状況、供給可能場所 

【連絡員の調整事項】 

・輸送品目・輸送数量 

・出発・到着日時、輸送方法・ルート 

・輸送業者名、ドライバー連絡先 

・車両規格、車両仕様、車両ナンバー 

５ 支援の終了 

（１）支援の終了は、被災県の状況に応じて、被災県と支援担当県（広域支援本部設置

後は、広域支援本部）が協議の上、決定する。 

（２）被災県は、被災状況から応援継続が必要と判断出来る場合は、支援担当県（広域

支援本部設置後は、広域支援本部）に応援の継続を要請する。 

※ＦＡＸ等による通知・連絡は文字を明瞭に記入すること※

市町村 

県 

集 積 

拠 点 

県 

（１次）

受 入 

拠 点 

各
避
難
所
等

＜支援担当県＞ ＜被災県（被災市町村）＞

収 集 

依 頼 

物 資

物 資

支援物資

協定先企業 

市町村 

（２次）

受 入 

拠 点 
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第３章 緊急輸送路及び輸送手段の確保 

【支援・受援の概要図】 

第２編第３章の概念図を参照 

１ 趣旨 
被災県は、物資・人員の緊急輸送を迅速に行うため関係機関の協力を得て、陸路の

みならず、海路も含め多様な輸送経路・手段を確保する。 

２ 緊急輸送路の確保 
被災県は、道路管理者、警察等と連携し、輸送経路に当たる道路の状況を把握する

とともに、道路管理者に要請して道路の啓開を行う等により、被災県内の輸送経路

を確保する。（通行不能ルートに代わる代替ルートの選定、陸路が通行不能の場合の

空路・海路の確保を含む。） 

また、鉄道の運行状況や港湾施設、船舶等の状況も把握した上で、被災市町村、支

援担当県、広域支援本部等に通行可能な輸送経路の情報を提供する。 

３ 輸送手段の確保 

（１）被災県は、県トラック協会、海上運送事業者、道路運送事業者等に対し、物資又

は人員の輸送について協力を要請する。 

（２）ヘリコプターを使用して物資又は人員の輸送を行う必要がある場合は、自県内の

消防防災ヘリコプター等を活用する。 

（３）輸送手段の確保が困難な場合は、自衛隊に輸送支援を要請するとともに、広域支

援本部を通じて、国土交通省地方運輸局又は地方航空局、海上保安庁に輸送手段の

確保に関する協力（事業者に対する協力要請、緊急輸送活動の実施等）を要請する。 

４ 燃料の確保 
被災県は、輸送に必要な燃料（ガソリン・軽油）を確保する。燃料が不足する場合

は、業界団体等に燃料の確保について協力を要請する。 

５ 支援の終了 

（１）支援の終了は、被災県の状況に応じて、被災県と支援担当県（広域支援本部設置

後は、広域支援本部）が協議の上、決定する。 

（２）被災県は、被災状況から応援継続が必要と判断出来る場合は、支援担当県（広域

支援本部設置後は、広域支援本部）に応援の継続を要請する。 
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第４章 人的支援の受入れ 

１ 趣旨 
被災県は、支援担当県等の協力を得ながら、必要な応援要員のニーズを的確に把

握し、支援担当県（広域支援本部設置後は、広域支援本部）に対し応援内容を伝達す

る。

２ 被災県の業務 

（１）必要な応援要員の把握 

①被災県は、当面必要な業務を確認し、当該業務の実施に必要な応援要員に関す

る情報（職種、活動内容、人数、期間、場所等）を把握する。 

②庁内の職員配置を組み替え、可能な限り、災害対策部門に人員を集中させる。 

③特定の課や班に業務が集中し災害対応が滞ることのないよう業務分担に配慮す

る。 

（２）応援内容の連絡 

①被災県は、人員の不足が見込まれる場合、応援要員が交替すること等を考慮し

ながら、必要とする応援要員に関する情報を取りまとめ、支援担当県（広域支援

本部設置後は、広域支援本部）に連絡する。 

②被災県は、被災市町村の人員の不足が見込まれる場合、他の管内市町村に応援

要員として職員の派遣を要請する。 

（３）業務の割当て 

①支援担当県（広域支援本部設置後は、広域支援本部）は、被災県と協議の上、業

務が効率的に実施されるよう応援要員に業務を割り当てる。 

②被災県は、管内市町村の派遣申し出を取りまとめ、被災市町村への応援要員の

振り分けの調整を行う。 

（４）執務スペース等の確保及び提供 

①被災県は、応援業務の実施に必要な執務スペースを確保し提供する。 

②被災地における活動に必要な資機材や応援要員の食料・宿泊（仮眠）場所等は、

応援側で準備することが原則であるが、被災県においても、可能な範囲で確保、

提供する。 

３ 支援の内容 
第２編第４章の３と同じ。

４ 支援の終了 
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（１）支援の終了は、被災県の状況に応じて、被災県と支援担当県（広域支援本部設置

後は、広域支援本部）が協議の上、決定する。 

（２）被災県は、被災状況から応援継続が必要と判断される場合は、支援担当県（広域

支援本部設置後は、広域支援本部）に応援の継続を要請する。 

※ＦＡＸ等による通知・連絡は文字を明瞭に記入すること※
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第５章 広域避難 

１ 趣旨 
県内の複数の市町村が壊滅的な被害を受け、県内の各避難所において避難者を収

容しきれず、避難者の生活環境が不十分な状態が長期化する可能性がある場合は、

県域を越える広域避難を実施し、早期に避難者の生活環境を整える。 
※ 中国電力(株)島根原子力発電所において、原子力災害が発生し広域避難が必要となる場

合は、「島根県広域避難計画」及び「鳥取県広域住民避難計画」に基づき避難を実施す

る。 

２ 広域避難の実施準備 

（１）被災県は、被災市町村と連携して、広域避難希望者の人数、性別、健康状態、援

護の要否、居住地等を把握するとともに、支援担当県（広域支援本部設置後は、広

域支援本部）へ受入要請を行う。 

（２）被災県は、広域避難者を支援担当県の避難所へ輸送するため、交通機関や旅行会

社等の協力を得て調整及び輸送を行う。 

   なお、避難行動要支援者については、障がいや健康状態に配慮した輸送ができる

よう計画する。 

（３）支援担当県は、支援担当県のみで避難者を収容しきれない場合は、会長県へ受入

要請を行う。 

（４）支援担当県（広域支援本部設置後は、支援県）は、被災県から避難者の輸送に係

る応援要請を受けた場合は、運送事業者や旅行会社等の協力を得て調整及び輸送を

行う。 

（５）支援担当県（広域支援本部設置後は、支援県）は、避難行動要支援者の避難も想

定し、福祉避難所の開設、医療機関の空きベット数や福祉施設等の受入可能数の把

握等を速やかに行う。 

３ 広域避難の実施 

（１）被災県は、全国避難者情報システムを活用するなど、広域避難者に対する、情報・

支援物資・サービス等の提供に支障が生じないよう配慮する。 

（２）被災県は、自主的な広域避難者も多数存在することから、各都道府県への照会や

全国避難者情報システムを活用し、所在の把握を行う。 

（３）支援担当県（広域支援本部設置後は、支援県）は、避難者の受入れにあたり、可

能な限り、同一地域や同一市町村の避難者が同じエリアの避難所で受入れられるよ

う配慮する。 
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（４）支援担当県（広域支援本部設置後は、支援県）は、避難の長期化が見込まれる場

合は、長期避難が可能となる施設（旅館・ホテルの斡旋、公営住宅の提供等）への

避難を検討する。 

４ 広域避難の終了 

（１）広域避難の終了は、被災県の状況に応じて、被災県と支援担当県（広域支援本部

設置後は、広域支援本部）が協議の上、決定する。 

（２）被災県は、被災状況から応援継続が必要と判断される場合は、支援担当県（広域

支援本部設置後は、広域支援本部）に応援の継続を要請する。 
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フェーズ

□ 災害対策本部設置を中国ブロッ
ク内各県へメール及びＦＡＸ
（P3）

□ 連絡員の派遣準備（P12)

□ ①と共有した情報を③へ報告
(P3)

□ ②からの報告受、④へメール及
びＦＡＸによる情報提供(P3)

□ ③からの情報提供受

□ ②へ支援要請の意向提示（P3） □ 連絡員の派遣決定(P13)
・要請の意向提示がない場合で
も、災害等の実態に照らし判断

□ ①と人数、連絡先、ルート、到着
予定日時などを調整(P13)

□ 連絡員の派遣(P3)

□ ③へ派遣した旨の連絡(P3) □ ②からの報告受、④へメール及
びＦＡＸによる情報提供(P3)

□ ③からの情報提供受

情報収集体制
（連絡員派遣後）

□ ⑤からの報告受 □ ⑤からの報告受、④へメール及
びＦＡＸによる情報提供(P3)

□ ③からの情報提供受 □ 収集した被災状況、被災地ニー
ズを自県及び③へ報告(P13)

支援物資の要請 □ 物的支援内容の連絡(P30)
・⑤を通じ、②へ支援要請

□ ①からの支援要請を受け、支援
内容を決定(P15)

□ ①の支援ニーズについて、⑤か
ら報告受、④へ情報提供(P3)

□ ③からの情報提供受、ニーズに
応じた在庫等の確認

□ ①の支援ニーズを、②及び③に
報告(P13)

支援物資の調達 □ 自県内の物資を調達(P15)

□ ③へ支援状況を報告(P7,15) □ ②からの報告受

□
<②のみで対応可＞
④へ情報提供(P8) □ ③からの情報提供受

□
<②のみで対応不可＞
④と調整し、支援担当県以外の
県に支援物資の提供を要請(P7)

□ ③からの要請受
②と連携して支援を実施(P8)

支援物資の提供 □ （提供可能物資リストを作成し、
①に提供(P16)）

□ 自県内の物資を①の受入拠点
へ輸送(P15)

情報収集・情報共有を開始

支援担当県からの連
絡員派遣

物
的
支
援

マニュアル進行管理チェックリスト（広域支援本部設置前）

①被災県 ②支援担当県 ③会長県 ④その他の県 ⑤連絡員

情
報
収
集
体
制
の
確
立
と
連
絡
員
の
派
遣

発災
・災害対策本部設置

・震度６弱以上の地震
を観測又は大津波警

報が発表
・被害の規模が甚大な

災害が発生

5
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-
3
8
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フェーズ

輸送拠点等の確保 □ 県内に受入拠点を開設し、②へ
連絡(P30)

□ ①からの連絡受

□ 県内の受入拠点が十分に確保
できない場合は、臨時受入拠点
開設を②へ要請(P30)

□ ①からの要請受、県内に臨時受
入拠点を開設、又は③と調整
し、ブロック内の県内に臨時受入
拠点を開設(P16)

□ ①からの要請受、②及び④と調
整し、ブロック内の県内に臨時受
入拠点を開設(P16)

□ ③と調整(P16)

中継 □ 必要に応じ、県内の集積拠点で
支援物資を一時保管し、物資の
需要調整を実施(P16)

輸送時の情報共有 □ 梱包方法の徹底(P16)
・内容物に係る必要項目を明示

□ ②と情報共有 □ 輸送時に、輸送に係る伝票を作
成し、①と情報共有(P17)

支援状況の報告 □ 支援状況報告書により③へ報告
（時期は、③と調整）

□ ②④からの報告受 □ 支援状況報告書により③へ報告
（時期は、③と調整）

支援の終了 □ ②と協議し決定(P31) □ ①と協議(P17)

緊急輸送路の確保 □ 中国地方整備局や道路管理担
当部局等から緊急輸送路に関
する情報を入手し、②へ連絡
(P32)

□ ①からの情報提供受

□ 道路管理者や警察等と連携し、
道路状況の把握など、被災県ま
での輸送経路を確保(P20)

□ 県トラック協会、道路運送事業
者等に対し、物資又は人員の輸
送について協力要請（P32)

□ 公用車やレンタカー等の車両等
を確保(P20)

□ （被災県内の）輸送手段の確保
が困難な場合は、自衛隊へ輸
送支援要請及び③を通じて国土
交通省等へ協力要請（P32)

□ （被災県までの）輸送手段の確
保が困難な場合は、③へ連絡
(P20)

□ ①②から連絡を受けた場合、国
土交通省地方運輸局又は地方
航空局、海上保安庁に輸送手
段確保に関する協力要請

□ 輸送に必要な燃料を確保（P32) □ 輸送に必要な燃料を確保(P20)

物
的
支
援

マニュアル進行管理チェックリスト（広域支援本部設置前）

①被災県 ②支援担当県 ③会長県 ④その他の県 ⑤連絡員

緊
急
輸
送
路
及
び
輸
送
手
段
の
確
保

5
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-
3
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フェーズ

派遣の要請 □ 人的支援内容の連絡(P33)
・⑤を通じ、②へ支援要請

□ ①からの支援要請を受け、支援
内容を決定(P21)

□ ①の支援ニーズについて、⑤か
ら報告受、④へ情報提供(P3)

□ ③からの情報提供受、ニーズに
応じた人員等の確認

□ ①の支援ニーズを、②及び③に
報告(P13)

応援要員の確保 □ 応援要員の確保（P21)
・要請がない場合でも、⑤の情
報を基に判断
・管内市町村と連携し、応援要
員を確保

□ 県内のみで応援要員の確保が
できない場合は、③へ連絡(P7)

□ ②からの連絡受
ブロック内各県と調整し、②以外
の県に人員の割り当てを実施
(P8)

□ ③からの要請受、応援要員を確
保

□ 必要に応じ、四国ブロックや全国
知事会との調整を実施（P5）

応援要員の派遣
応援要員の受入

□ ②と協議の上、応援要員への業
務割り当て(P33)

□ ①と協議の上、応援要員への業
務割り当て(P22)

□ 管内市町村の派遣申出をとりま
とめ、被災市町村への応援要員
の振り分けの調整(P33)

□ 応援要員の宿泊施設及び交通
手段の確保(P22)

□ 応援要員の宿泊施設及び交通
手段の確保(P22)

□ 応援要員の宿泊施設及び交通
手段の確保(P22)

□ 応援要員の派遣(P22) □ 応援要員の派遣(P7) □ 応援要員の派遣(P7)

支援状況の報告 □ 支援状況報告書により③ へ報
告（時期は、③と調整）

□ ②④からの報告受 □ 支援状況報告書により③へ報告
（時期は、③と調整）

支援の終了 □ ②と協議し決定(P34) □ ①と協議(P25)

マニュアル進行管理チェックリスト（広域支援本部設置前）

人
的
支
援

①被災県 ②支援担当県 ③会長県 ④その他の県 ⑤連絡員

5
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4
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フェーズ

受入の要請 □ 広域避難支援内容の連絡(P35)
・広域避難希望者の人数、性
別、健康状態、援護の要否、居
住地等を把握し、⑤を通じ、②へ
受入要請

□ ①からの要請受 □ ①の支援ニーズについて、⑤か
ら報告受、④へ情報提供(P3)

□ ③からの情報提供受 ①の支援ニーズを、②及び③に
報告(P13)

受入施設等の確保 □ 受入れ施設等の確保（P26)
・管内市町村と連携し、受入施
設等を確保

□ 支援担当県のみで避難者を収
容しきれない場合は、③へ受入
要請(P26)

□ ②からの要請受、④に避難者の
受入れを依頼、避難が可能とな
る施設の斡旋・提供を検討(P7)

□ ③からの依頼受

輸送手段等の確保 □ 交通機関や旅行会社等の協力
を得て調整及び輸送を実施
(P35)

□ 輸送手段が確保できない場合
は、②へ輸送に係る応援要請
(P35)

□ ①からの要請受、輸送事業者や
旅行会社等の協力を得て調整
及び輸送を実施(P26)

支援の終了 □ ②）と協議し決定(P36) □ ①と協議(P27)

広
域
避
難

マニュアル進行管理チェックリスト（広域支援本部設置前）

①被災県 ②支援担当県 ③会長県 ④その他の県 ⑤連絡員

5
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フェーズ

設置 □ ③へ支援要請(P3) □ ①からの要請を受け、広域支援
本部を設置(P3)

□ ③からの通知受、支援可能状況
を③へ報告
要請があった場合は、派遣する
職員を③へ報告し、連絡調整員
を派遣(P5)

□ ②及び④へ本部設置通知
この際、必要に応じて、連絡調
整員の派遣要請(P4)

□ ③からの通知受、支援可能状況
を③へ報告
要請があった場合は、派遣する
職員を③へ報告し、連絡調整員
を派遣(P5)

□ ③から連絡受 □ 併せて同通知書を①へメール及
びFAXで提供(P4)

□ ①へ連絡員を派遣し、現地連絡
室を設置(P4)

□ 広域支援本部から派遣された連
絡員が現地連絡室を統括し、支
援担当県の連絡員が補佐
（P6,8)

□ ③からの通知受 □ 支援内容を支援通知書により①
へ送付(P5)

□ 支援状況の集約、公表（(P4,5)

情報収集体制 □ ⑤からの報告受 □ ⑤からの報告受 □ ⑤からの報告受 □ 現地連絡室は,収集した被災状
況を②③④へ、被災地ニーズを
③へ報告(P13)

情報収集 □ 支援ニーズを把握(P30) □ 支援の準備(P15)
・要請がない場合でも、連絡員
の情報を基に判断
・連絡員を通じ、被災地ニーズ等
を把握

□ 支援の準備(P15)
・要請がない場合でも、連絡員
の情報を基に判断
・連絡員を通じ、被災地ニーズ等
を把握

□ 支援の準備(P15)
・要請がない場合でも、連絡員
の情報を基に判断
・連絡員を通じ、被災地ニーズ等
を把握

□ ①と連携し、被災地のニーズを
把握(P13)

支援物資の要請 □ 物的支援要請(P30)
・⑤を通じ、③へ支援要請

□ ⑤を通じ、①からの支援要請を
受

□ ①の支援ニーズを、③に報告
(P13)

□ ③からの情報提供受 □ ①の支援ニーズを②④と共有
し、各県の支援実施可能状況の
報告を依頼(P9)

□ ③からの情報提供受

□ ニーズに応じた在庫等の確認、
③へ報告

□ ①の支援ニーズを②④と共有
し、各県の支援実施可能状況を
把握

□ ニーズに応じた在庫等の確認、
③へ報告

□ ③からの支援要請を受け、支援
を実施(P9)

□ ②④と調整後、支援割振りを決
定し、②④へ支援要請

□ ③からの支援要請を受け、支援
を実施(P9)

□ 必要に応じ、四国ブロック等との
調整を実施（P5）

マニュアル進行管理チェックリスト（広域支援本部設置後）

①被災県 ②支援担当県 ③広域支援本部（会長県） ④その他の県 ⑤連絡員（現地連絡室）

広
域
支
援
本
部
の
設
置

物
的
支
援
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フェーズ

支援物資の調達 □ 自県内の物資を調達(P15) □ 自県内の物資を調達(P15) □ 自県内の物資を調達(P15)

□ ③へ支援状況を報告(P15) □ ②からの報告受 □ ③へ支援状況を報告(P15)

支援物資の提供 □ （提供可能物資リストを作成し、
⑤を通じて、①に提供(P16)）

□ 自県内の物資を①の受入拠点
へ輸送(P15)

□ 自県内の物資を①の受入拠点
へ輸送(P15)

□ 自県内の物資を①の受入拠点
へ輸送(P15)

輸送拠点等の確保 □ 県内に受入拠点を開設し、③へ
連絡(P30)

□ ③からの情報提供受 □ ①からの連絡受、②④と情報共
有

□ ③からの情報提供受

□ 県内の受入拠点が十分に確保
できない場合は、臨時受入拠点
開設を③へ要請(P30)

□ ①からの要請受

□ ③と調整し、県内に受入拠点を
開設(P16)

□ ②及び④と調整し、ブロック内の
県内に臨時受入拠点を開設
(P16)

□ ③と調整し、県内に受入拠点を
開設(P16)

中継 □ ③と連携 □ 必要に応じ、ブロック内の集積拠
点で支援物資を一時保管し、物
資の需要調整を実施(P16)

□ ③と連携

輸送時の情報共有 □ 梱包方法の徹底(P16)
・内容物に係る必要項目を明示

□ 梱包方法の徹底(P16)
・内容物に係る必要項目を明示

□ 梱包方法の徹底(P16)
・内容物に係る必要項目を明示

□ 支援県と情報共有 □ 輸送時に、輸送に係る伝票を作
成し、①と情報共有(P17)

□ 輸送時に、輸送に係る伝票を作
成し、①と情報共有(P17)

□ 輸送時に、輸送に係る伝票を作
成し、①と情報共有(P17)

支援状況の報告 □ 支援状況報告書により③へ報告
（時期は、③と調整）(P17)

□ ②④からの報告受 □ 支援状況報告書により③へ報告
（時期は、③と調整）(P17)

支援の終了 □ ③と協議し決定(P31) □ ①と協議(P17)

⑤連絡員（現地連絡室）

マニュアル進行管理チェックリスト（広域支援本部設置後）

物
的
支
援

①被災県 ②支援担当県 ③広域支援本部（会長県） ④その他の県

5
-4
-
4
3
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フェーズ

□ 中国地方整備局や道路管理担
当部局等から緊急輸送路に関
する情報を入手し、③へ連絡
(P32)

③からの情報提供受 □ ①からの連絡受、②④と情報共
有

③からの情報提供受

□ 道路管理者や警察等と連携し、
道路状況の把握など、被災県ま
での輸送経路を確保(P20)

□ 道路管理者や警察等と連携し、
道路状況の把握など、被災県ま
での輸送経路を確保(P20)

□ 道路管理者や警察等と連携し、
道路状況の把握など、被災県ま
での輸送経路を確保(P20)

□ 県トラック協会、道路運送事業
者等に対し、物資又は人員の輸
送について協力要請（P32)

□ 公用車やレンタカー等の車両等
を確保(P20)

□ 公用車やレンタカー等の車両等
を確保(P20)

□ 公用車やレンタカー等の車両等
を確保(P20)

□ （被災県内の）輸送手段の確保
が困難な場合は、自衛隊へ輸
送支援要請及び③を通じて国土
交通省等へ協力要請（P32)

□ （被災県までの）輸送手段の確
保が困難な場合は、③へ連絡
(P20)

□ ①②④から連絡を受けた場合、
国土交通省地方運輸局又は地
方航空局、海上保安庁に輸送
手段確保に関する協力要請
(P20)

□ （被災県までの）輸送手段の確
保が困難な場合は、③へ連絡
(P20)

□ 輸送に必要な燃料を確保（P32) □ 輸送に必要な燃料を確保(P20) □ 輸送に必要な燃料を確保(P20) □ 輸送に必要な燃料を確保(P20)

情報収集 □ 必要な応援要員に関する情報
の把握(P33)

□ 支援の準備(P21)
・要請がない場合でも、連絡員
の情報を基に判断
・連絡員を通じ、被災地ニーズ等
を把握

□ 支援の準備(P21)
・要請がない場合でも、連絡員
の情報を基に判断
・連絡員を通じ、被災地ニーズ等
を把握

□ 支援の準備(P21)
・要請がない場合でも、連絡員
の情報を基に判断
・連絡員を通じ、被災地ニーズ等
を把握

□ ①と連携し、被災地のニーズを
把握((P13)

派遣の要請 □ 人的支援要請(P33)
・⑤を通じ、③へ要請

□ ⑤を通じ、①からの支援要請を
受

□ ①の支援ニーズを、③に報告
(P13)

□ ③からの情報提供受 □ ①の支援ニーズを②④と共有
し、各県の支援実施可能状況の
報告を依頼(P9)

□ ③からの情報提供受

□ 派遣可能人員等の確認、③へ
の報告

□ 各県の支援実施可能状況を把
握

□ 派遣可能人員等の確認、③へ
の報告

□ ③からの支援要請を受け、支援
を実施(P9)

□ ②④と調整後、支援割振りを決
定し、②④へ支援要請

□ ③からの支援要請を受け、支援
を実施(P9)

応援要員の確保 □ 応援要員の確保（P21)
・管内市町村と連携し、応援要
員を確保

□ 応援要員の確保（P21)
・管内市町村と連携し、応援要
員を確保

□ 応援要員の確保（P21)
・管内市町村と連携し、応援要
員を確保

□ 必要に応じ、四国ブロック等との
調整を実施（P5）

⑤連絡員（現地連絡室）

マニュアル進行管理チェックリスト（広域支援本部設置後）

緊
急
輸
送
路
及
び
輸
送
手
段
の
確
保

人
的
支
援

緊急輸送路の確保

①被災県 ②支援担当県 ③広域支援本部（会長県） ④その他の県

5
-4
-
4
4
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フェーズ

応援要員の派遣
応援要員の受入

□ ③と協議の上、応援要員への業
務割り当て(P33)

□ ①と協議の上、応援要員への業
務割り当て(P22)

□ 管内市町村の派遣申出をとりま
とめ、被災市町村への応援要員
の振り分けの調整(P33)

□ 応援要員の宿泊施設及び交通
手段の確保(P22)

□ 応援要員の宿泊施設及び交通
手段の確保(P22)

□ 応援要員の宿泊施設及び交通
手段の確保(P22)

□ 応援要員の派遣(P22) □ 応援要員の派遣(P22) □ 応援要員の派遣(P22)

支援状況の報告 □ 支援状況報告書により③ へ報
告（時期は、③と調整）(P23)

□ ②④からの報告受 □ 支援状況報告書により③ へ報
告（時期は、③と調整）(P23)

支援の終了 □ ③と協議し決定(P34) □ ①と協議(P25)

受入の要請 □ 広域避難支援内容の連絡(P35)
・広域避難希望者の人数、性
別、健康状態、援護の要否、居
住地等を把握し、⑤を通じ、③へ
受入要請

□ ⑤を通じ、①からの支援要請を
受

①の支援ニーズを、③に報告

□ ③からの情報提供受 □ ①の支援ニーズを②④と共有
し、各県の支援実施可能状況の
報告を依頼(P9)

□ ③からの情報提供受

□ 避難が可能となる施設の斡旋・
提供を検討、③への報告

□ 各県の支援実施可能状況を把
握

□ 派遣可能人員等の確認、③へ
の報告

□ ③からの支援要請受 □ ②④と調整後、支援割振りを決
定し、②④へ支援要請

□ ③からの支援要請受

受入施設等の確保 □ 受入れ施設等の確保（P26)
・管内市町村と連携し、受入施
設等を確保

□ 受入れ施設等の確保（P26)
・管内市町村と連携し、受入施
設等を確保

□ 受入れ施設等の確保（P26)
・管内市町村と連携し、受入施
設等を確保

人
的
支
援

広
域
避
難

⑤連絡員（現地連絡室）

マニュアル進行管理チェックリスト（広域支援本部設置後）

①被災県 ②支援担当県 ③広域支援本部（会長県） ④その他の県

5
-4
-
4
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フェーズ

輸送手段等の確保 □ 交通機関や旅行会社等の協力
を得て調整及び輸送を実施
(P35)

□ 輸送手段が確保できない場合
は、③へ輸送に係る応援要請
(P35)

□ ①からの要請受、②④へ支援要
請

□ ①の要請を受け、輸送事業者や
旅行会社等の協力を得て調整
及び輸送を実施(P26)

□ ①の要請を受け、輸送事業者や
旅行会社等の協力を得て調整
及び輸送を実施(P26)

□ ①の要請を受け、輸送事業者や
旅行会社等の協力を得て調整
及び輸送を実施(P26)

支援の終了 □ ③と協議し決定(P36) □ ①と協議(P27)

広
域
避
難

⑤連絡員（現地連絡室）

マニュアル進行管理チェックリスト（広域支援本部設置後）

①被災県 ②支援担当県 ③広域支援本部（会長県） ④その他の県

5
-4
-
4
6
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応援要請時連絡先一覧表 

県
名

連絡担

当部局 

連    絡    先  
備  考 

時   間   内 

鳥
取
県

危
機
管
理
局

危
機
管
理
政
策
課

○ＮＴＴ 0857-26-7083,7584,7894   

  〃  ＦＡＸ 0857-26-8137   

○地域衛星電話 031-200-7584 地域衛星回線を使用する際

の発信番号「１７５」    〃  ＦＡＸ 031-200-8137 

○消防防災無線電話 31-304   

    〃  ＦＡＸ 31-311   

○衛星携帯電話 870772580394  
他県の固定電話からの発信

方法 122＋001＋010＋番号 

○ E-mail アドレス kikikanri-seisaku@pref.tottori.lg.jp

広
域
支
援
本
部

○ＮＴＴ 

（連絡調整員用） 

0857-26-8831（仮） 鳥取県用 

0857-26-8815（仮） 島根県用 

0857-26-8817（仮） 岡山県用 

0857-26-8819（仮） 広島県用 

0857-26-8821（仮） 山口県用 

島
根
県

防
災
部

防
災
危
機
管
理
課

○ＮＴＴ 0852-22-5885,6380   

  〃  ＦＡＸ 0852-22-5930   

○地域衛星電話 032-300-25885 地域衛星回線を使用する際

の発信番号「８０」    〃  ＦＡＸ 032-300-25930 

○消防防災無線電話 32-25885   

    〃  ＦＡＸ 32-25930   

○衛星携帯電話 

（災対本部用）080-2933-8603   

（連絡員用）8816-2344-6311 
固定電話からの発信方法 

001＋010＋番号 

○ E-mail アドレス bosai-kikikanri@pref.shimane.lg.jp  

岡
山
県

(

知
事
直
轄
組
織
）

危
機
管
理
課

○ＮＴＴ 086-226-7385,7293,7294   

  〃  ＦＡＸ 086-225-4559   

○地域衛星電話 033-101-2572 地域衛星回線を使用する際

の発信番号「６９」    〃  ＦＡＸ 033-101-5730 

○消防防災無線電話 33-2572   

    〃  ＦＡＸ 33-5730   

○衛星携帯電話 090-5261-9015   

○ E-mail アドレス kikikanri@pref.okayama.lg.jp  

広
島
県

危
機
管
理
監

危
機
管
理
課

○ＮＴＴ 082-513-2786   

  〃  ＦＡＸ 082-227-2122   

○地域衛星電話 034-101-2784   

   〃  ＦＡＸ 034-101-119   

○消防防災無線電話 34-84   

    〃  ＦＡＸ 34-89   

○衛星携帯電話 080-2947-7150   

○ E-mail アドレス kikikanri@pref.hiroshima.lg.jp  

山
口
県

総
務
部

防
災
危
機
管
理
課

○ＮＴＴ 083-933-2360   

  〃  ＦＡＸ 083-933-2408   

○地域衛星電話 035-201-2360 地域衛星回線を使用する際

の発信番号「８」    〃  ＦＡＸ 035-201-2408 

○消防防災無線電話 35-7-2360   

    〃  ＦＡＸ 35-7-2408   

○衛星携帯電話 8816-2347-1900～1903   

○ E-mail アドレス a10900@pref.yamaguchi.lg.jp  

別表 １
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別表 ２ 

参集場所一覧表 

参集場所 所在地 

鳥

取

県

【第１順位】 

 県庁第２庁舎 
鳥取市東町一丁目 271 

【第２順位】 

東部庁舎 
鳥取市立川町六丁目 176 

【第３順位】 

西部総合事務所 
米子市糀町一丁目 160 

島

根

県

【第１順位】 

 県庁本庁舎６階 防災センター室 
松江市殿町 1 

【第２順位】 

松江合同庁舎 
松江市東津田町 1741-1 

【第３順位】 

浜田合同庁舎 
浜田市片庭町 254 

岡

山

県

【第１順位】 

防災・危機管理センター集中配備室 
岡山市北区内山下二丁目 4-6 

【第２順位】 

県立図書館 
岡山市北区丸の内二丁目 6-30 

【第３順位】 

備前県民局 
岡山市北区弓之町 6-1 

広

島

県

【第１順位】 

県庁北館４階 危機管理センター 
広島市中区基町 10-52 

【第２順位】 

 本庁東館６階 ６０１会議室 
  同上 

【第３順位】 

 防災拠点施設 
三原市本郷町善入寺 94-22 

山

口

県

【第１順位】 

 県庁本館棟２階 災害対策室 
山口市滝町 1-1 

【第２順位】 

 被災状況に応じて決定する 

【第３順位】 

 被災状況に応じて決定する 

注記）受入経路については、被害が発生しないことを前提としているが、被害覚

知後は、状況に応じ利用可能な道路等を使用する。 

5-4-48
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◆鳥取県庁周辺図 

◆島根県庁周辺図 

5-4-49
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◆岡山県庁周辺図 

◆広島県庁周辺図 

広島県庁

北館

五日市 IC 

～広島高速 4号 

～中広出口 

広島 IC～国道 54号 

広島東 IC～府中 IC～国道 54 号 

国道 2号

5-4-50
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◆山口県庁周辺図 
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別表 ３ 

支援物資の要請品目・単位 

分類 要請品目 単位 

食料 

食料品（精米、即席麺、おにぎり、弁当、パン、

缶詰、育児用調整粉乳等） 
食 

飲料水（推奨規格：５００ｍｌペットボトル、

軟水（硬度６０未満）） 
本 

衛生用品 

おむつ（大人用） 枚 

マスク 枚 

小児用品 

おむつ（小児用） 枚 

おしりふき 枚 

衣類 

下着 セット 

防寒着  着 

日用雑貨 

毛布 枚 

タオル 枚 

災害用資機材 

簡易トイレ（屋外設置式・簡易式） 台 

敷物（ビニールシート等） 枚 

※ 上記に定めのない物資であっても、提供が可能な場合は提供の対象とする。 

5-4-52
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別表４ 

中国５県の災害対策本部設置基準 

区分 設置基準 

＜鳥取県＞ 

風
水
害

【非常体制（１）】 

１ 特別警報が発表されたとき 

２ 知事が必要と認めたとき 

【非常体制（２）】 

県下およそ全域にわたる風水害が発生し、知事が必要と認めたとき 

地
震
・
津
波

【非常体制（１）】 

１ 県内で「震度５強～６弱」の地震が発生した場合 

２ 大津波警報又は津波警報の発表（気象庁または大阪管区気象台） 

【非常体制（２）】 

１ 県内で「震度６強」以上の地震が発生した場合 

２ 県下およそ全域にわたる大規模な地震災害が発生し、知事が必要と認めた

とき 

大
規
模
事
故
等

１ 大規模な火事、爆発その他重大な人為的災害が発生し、知事が必要と認め

たとき 

２ その他非常災害が発生し、または発生するおそれのある場合で、知事が必

要と認めたとき 

原
子
力
災
害

＜島根原子力発電所関係＞ 

【非常体制（１）】 

１ 中国電力（株）から異常情報の通報を受け、知事が災害対策本部体制をと

る必要があると認めたとき 

２ 島根県松江市で震度４または震度５弱の地震の発生 

３ 鳥取県で震度５強または震度６弱の地震の発生 

４ 鳥取県または島根県に津波警報が発令 

【非常体制（２）】 

１ 中国電力（株）から施設敷地緊急事態の連絡があったとき 

２ 施設敷地緊急事態の情報を入手したとき 

３ 知事が必要と認めたとき 

４ 島根県松江市で震度５強または島根県で震度６弱以上の地震の発生 

５ 鳥取県で震度６強以上の地震が発生 

６ 鳥取県または島根県に大津波警報が発令 

【非常体制（３）】 

１ 内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出したとき 

２ 知事が必要と認めたとき 

5-4-53
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区分 設置基準 

原
子
力
災
害

＜人形峠環境技術センター関係＞ 

【非常体制（１）】 

１ 人形峠環境技術センターから異常情報の通報を受け、知事が災害対策本部

体制をとる必要があると認めたとき 

２ 岡山県鏡野町で震度４または震度５弱の地震の発生 

３ 鳥取県で震度５強または震度６弱の地震の発生 

【非常体制（２）】 

１ 人形峠環境技術センターから施設敷地緊急事態の通報があったとき 

２ 県のモニタリングで施設敷地緊急事態を確認したとき 

３ 知事が必要と認めたとき 

４ 岡山県鏡野町で震度５強または岡山県で震度６弱以上の地震の発生 

５ 鳥取県で震度６強以上の地震の発生 

【非常体制（３）】 

１ 内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出したとき 

２ 知事が必要と認めたとき 

＜島根県＞ 

風
水
害

１ 県内の地域で大雨・暴風・暴風雪・高潮・波浪特別警報のいずれかが発表

されたとき 

２ 県内の地域で大雨警報が発表され、かつ１時間雨量 80 ㎜以上で 24 時間

雨量が200㎜以上と予想されるとき 

３ 知事が必要と認めたとき 

地
震
災
害

１ 県内の地域で震度５強以上の地震が観測されたとき 

２ 知事が必要と認めたとき 

津
波
災
害

１ 県沿岸に津波警報が発表されたとき 

２ 県沿岸に大津波警報が発表されたとき 

雪
害

１ 大雪・暴風雪特別警報のいずれかが発表された場合 

２ 災害の規模及び範囲から、特に対策が必要と知事が認めた場合 

原
子
力
災
害

第１次災害体制 

・施設敷地緊急事態発生の通報を受けた場合 

・施設敷地緊急事態発生の通報がなされない場合であっても、原子力防災上必

要と認められるとき 

第２次災害体制 

・原子力緊急事態宣言が発出された場合 

・原子力緊急事態宣言が発出されない場合であっても、原子力防災上必要と認

められるとき 

5-4-54
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区分 設置基準 

そ
の
他

災害の規模及び範囲から、特に対策を要すると知事が認めた場合 

※ 流出油等事故、海難等事故、航空災害、道路災害、危険物等災害、大規

模火事、林野火事、鉄道災害 

＜岡山県＞ 

風
水
害

○甚大な被害の発生又はそのおそれがある場合 

１ 特別警報（大雨、暴風、暴風雪、大雪、高潮、波浪）のいずれかが発表さ

れた場合 

２ その他、上記基準以外でも甚大な被害が発生し又は発生するおそれがある

場合 

地
震
・

津
波

○大津波警報 

○震度５（強）以上 

原
子
力

災
害 ○原災法第１５条事象 

そ
の
他

○甚大な被害の発生又はそのおそれがある場合 

＜広島県＞ 

風
水
害
等

次のいずれかに該当する場合 

１ 県内の市町に，「土砂災害警戒情報」又は「氾濫危険情報※」が発表され

たとき，若しくは発表されると見込まれるとき 

２ 県内の市町に「特別警報（大雨，暴風，波浪，高潮，暴風雪，大雪）」が

発表されたとき 

３ 本県の全部又は一部が台風の暴風域に入ることが確実と予測されるとき 

４ 県内で甚大な被害が発生，又は発生するおそれがあるとき 

５ 災害応急対策のために，自衛隊の派遣を要請したとき 

地
震

○県内で震度５弱を観測し，かつ，甚大な被害が発生したとき 

○県内で震度５強を観測し，かつ，甚大な被害が発生したと予測されるとき 

○県内で震度６弱以上を観測したとき 

〇南海トラフ地震に関連する情報（臨時）が発表されたとき 

5-4-55
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区分 設置基準 

津
波

○「広島県」に「津波警報」が発表され，かつ，甚大な被害が発生したと予想

されるとき 

○「広島県」に「大津波警報」が発表されたとき 

林
野
火
災

林野火災の鎮圧の見込みが立たず，かつ，住民の生命，住家又は公共施設に相

当の規模に及ぶ被害が発生，又は発生するおそれがあるとき 

テ
ロ
事
件

県内で多数の死傷者を伴うテロ事件が発生したとき 

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト

事
故
等

１ 警戒体制の欄に掲げる事故が発生し，現に甚大な被害があって拡大するお

それがあるとき，又は県内の消防力等では対応できないと予測されるとき 

２ 災害が特別防災区域を越えて，周辺地域へ拡大する恐れがある場合 

危
険
物
等
事
故

警戒体制の欄に掲げる事故が発生し，現に甚大な被害があって拡大するおそれ

があるとき，又は県内の消防力等のみでは対応できないと予測されるとき 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

事
故

県内で県民生活に甚大でかつ長期間にわたって影響を及ぼす被害が発生した

とき 

そ
の
他
の
重
大

な
事
故

県内で多数の死傷者を伴う事故が発生し，県内の消防力等のみでは対応できな

いと予測されるとき 

そ
の
他
の
重
大

な
事
件

県内で県民の生命と健康に影響を及ぼす事件が発生しており，全庁での対応が

必要となるとき 

5-4-56
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区分 設置基準 

＜山口県＞ 

風
水
害

【第１非常体制】 

１ 大雨、洪水、暴風、高潮警報のいずれかの警報が発表され、県内に相当規

模の災害が発生し、又は発生のおそれがあるとき 

  具体的には、 

① 台風の上陸が明らかであるとき 

② 梅雨前線が停滞し、先行雨量その他の状況から必要と認められる場合

など 

２ 県内に、気象、高潮又は波浪に関する特別警報が発表されたとき 

３ 気象情報等の有無に関わらず、県内に局地的豪雨等により現に災害が発生

し、その規模及び範囲等の状況から必要と認めるとき 

【第２非常体制】 

県下全域にわたる災害が発生し、又は局地的災害であっても被害が甚大である

とき又は大規模の災害発 生を免れないと予想されるとき 

【緊急非常体制】 

県下全域にわたる災害が発生し、又は局地的災害であっても被害が特に甚大で

あるとき又は大規模の災害発生を免れないと予想されるときで、県の全組織を

挙げて災害対応が必要なとき 

地
震
津
波

【第１非常体制】 

１ 震度５弱の地震が発生したとき 

２ 大津波警報が発表され、数市町の地域について相当な災害が発生し、又は

発生のおそれがあるとき 

【第２非常体制】 

１ 震度５強の地震が発生したとき 

２ 大津波警報が発表され、数市町の地域について大規模な災害が発生し、又

は発生のおそれがあるとき 

【緊急非常体制】 

１ 震度６弱以上の地震が発生したとき 

２ 津波により、県の組織を挙げて災害対応が必要なとき 

原
子
力
災
害

原子力災害が発生し、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出した場合又は

知事が必要と認めた場合 

大
規
模
な
火

災
等 災害の状況により、知事が必要と認めた場合 

5-4-57
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中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に関する協定 

 

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県（以

下「中国・四国９県」という。）は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）の規

定する災害又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成

16 年法律第 112 号）が適用される事態（以下「災害等」という。）が発生し、災害等

が発生した県（以下「被災県」という｡）が独自では十分な応急措置及び国民保護措置

等（ 以下「応急措置等」という。）が実施できない場合に、迅速かつ的確に被災県にお

ける応急措置等の支援を実施するため、次のとおり協定を締結する。 

 

（カウンターパート制による支援） 

第１条 中国・四国９県は、被災県に対する支援を行う県を予め定めたカウンターパー

ト制により、災害等発生当初から円滑かつ迅速に支援を行う。 

２ カウンターパート制により被災県に対する支援を行う県は、災害等発生後、必要に

応じて、速やかに連絡員を被災県に派遣し、情報収集を行うとともに、被災県が必要と

する支援を実施する。 

 

（広域支援本部の設置） 

第２条 中国・四国９県は、被災状況に応じた、より的確な支援を実施するため、中国

地方知事会の会長県（以下「会長県」という。） 及び四国知事会の常任世話人県（以下

「常任世話人県」という。）に広域支援本部を設置する。 

２ 広域支援本部は相互に連携し、被災県の被災状況や各県の支援状況等の情報集約を

行い、被災県に対する支援に係る包括的な調整を行う。 

３ 会長県及び常任世話人県が被災した場合における広域支援本部の設置県について

は、別に定める。 

 

（支援の内容） 

第３条 支援の内容は、次のとおりとする。 

(1) 食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資機材の提供 

(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提供 

(3) 避難、救援、消火、救急活動等に必要な車両、舟艇及び航空機の派遣及びあっ旋並

びに資機材の提供 

(4) 医療、救援、応急復旧等に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣 

(5) 避難者を受け入れるための施設の提供 

(6) 前各号に定めるもののほか特に要請のあった事項 

 

（広域支援本部による支援の要請） 

第４条 広域支援本部の設置県の知事は、所属ブロックの構成県だけでは被災県に対し

て十分な支援ができないと判断したときは、中国ブロックにあっては常任世話人県の

知事に、四国ブロックにあっては会長県の知事に対し、文書をもって支援要請する。た

だし、そのいとまがない場合は、電話等により支援要請を行い、後日、速やかに文書を

提出するものとする。 
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（支援に要する経費の負担等） 

第５条 支援に要した経費は、原則として支援を受けた県（ 以下「被支援県」という。）

の負担とする。 

２ 被支援県が前項に規定する経費を支弁するいとまがない場合は、支援を実施した県

が一時繰替（国民保護に関しては「立替」と読み替える。以下同じ。）支弁するものと

する。 

３ 前２項に定めるもののほか経費の負担等に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（平常時の相互交流） 

第６条 中国・四国９県は、この協定に基づいて支援が円滑に行われるよう、毎年１回

地域防災計画、国民保護計画及びその他参考資料を相互に提供するほか、各県が実施す

る訓練等に相互に参加するなど、各県間の相互交流を図るものとする。 

 

（他の協定との関係） 

第７条 この協定は、各県が別に締結した災害時等における相互支援に関する協定を排

除するものではない。 

 

（その他） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、各県が協

議して定めるものとする。 

以上のとおり協定を締結したことを証するため、この協定書９ 通を作成し、各県が記

名・押印をして、各自その 1 通を所持する。 

 

附則 

１ この協定は平成 24 年 3 月 1 日から施行する。 

２ 平成７年 12 月 5 日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

平成２４年３月１日 

 

鳥取県代表者 鳥取県知事 平 井 伸 治 

島根県代表者 島根県知事 溝 口 善兵衛 

岡山県代表者 岡山県知事 石 井 正 弘 

広島県代表者 広島県知事 湯 﨑 英 彦 

山口県代表者 山口県知事 二 井 関 成 

徳島県代表者 徳島県知事 飯 泉 嘉 門 

香川県代表者 香川県知事 浜 田 恵 造 

愛媛県代表者 愛媛県知事 中 村 時 広 

高知県代表者 高知県知事 尾 﨑 正 直 
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災害時における災害廃棄物処理等の協力に関する協定書 
 

 

島根県（以下「甲」という。）と社団法人島根県産業廃棄物協会（以下「乙」という。） 

は、災害発生時における災害廃棄物処理等の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、県内において風水害、地震等大規模な災害（以下「災害」という。） 

 が発生した場合に、当該災害により発生した廃棄物（以下「災害廃棄物」という。）の撤

去、収集・運搬、処分等に関し、甲が乙に協力を要請するに当たっての必要な事項を定め

るものとする。 

 

（協力の要請） 

第２条 甲は、被災した市町村（一部事務組合を含む。以下「被災市町村」という。）から 

 次に掲げる事業（以下「災害廃棄物処理等」という。）について協力の要請があった場合

に、乙に対し応援協力を要請するものとする。 

(1)  災害廃棄物の撤去 

(2)  災害廃棄物の収集・運搬 

(3)  災害廃棄物の処分 

(4)  前各号に伴う必要な事業 

２ 甲は、乙に対し前項の要請を行うときは、次に掲げる事項を文書により通知するものと

する。ただし、文書により難い場合には、口頭により通知し、後に速やかに文書により通

知するものとする。 

（1） 被災市町村名 

（2） 協力の要請内容 

(3)  その他必要な事項 

 

（災害廃棄物の処理等の実施） 

第３条 乙は、甲から前条第１項の要請を受けたときは、乙の会員の中から必要な人員、車

両及び資機材を確保する等、被災市町村が実施する災害廃棄物処理等に可能な限り協力

するものとする。 

２ 災害廃棄物処理等は、被災市町村の指示に従い、乙の会員が実施するものとする。 

３ 乙は、必要に応じて災害廃棄物処理等を実施する会員間の調整、被災市町村と会員との

調整を行い、災害廃棄物処理等が円滑に実施されるよう協力するものとする。 

４ 乙は、災害廃棄物処理等を実施する会員に対して、次に掲げる事項に留意するよう周知

するものとする。 

(1)   周囲の生活環境を損なわないように十分配慮すること。 

(2)   災害廃棄物の再利用及び再資源化に配慮し、その分別に努めること。 

 

（情報の提供） 

第４条 甲は、災害廃棄物処理等に円滑な協力が得られるように、乙に被災、復旧の状況等

必要な情報を提供するものとする。 

２ 乙は、災害廃棄物処理等に関し協力が可能な会員の状況を甲に報告するものとする。 

 

（実施の報告） 

第５条 乙は、その会員が実施する災害廃棄物等の処理が終了したときは、次の各号に掲げ

る事項を文書で甲に報告するものとする。 

（1） 市町村名 

（2） 実施内容 

（3） その他必要な事項 
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(費用の負担) 

第６条 第２条第１項の要請により乙の会員が実施した災害廃棄物処理等に要した費用の

負担については、原則として当該被災市町村が負担するものとし、その額等は協力要請を

行った被災市町村と当該乙の会員が協議の上、決定するものとする。 

２ 乙は、必要に応じて前項の協議に関与し、被災市町村と会員との調整を行うものとする。 

 

（損害補償） 

第７条 第２条第１項の要請に基づき乙の会員が実施した災害廃棄物の処理等により生じ

た損害の負担については、当該乙の会員と協力要請を行った被災市町村で協議するもの

とする。 

 

（連絡窓口） 

第８条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては島根県環境生活部廃棄物対策課、乙に

おいては社団法人島根県産業廃棄物協会事務局とする。 

 

（他被災都道府県への応援） 

第９条 甲が、被災した他の都道府県における被災廃棄物の処理等についての応援を行う

ために協力要請を行った場合においても、乙は、この協定に準じて、可能な限り協力する

ものとする。 

 

（協議） 

第１０条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、

その都度甲及び乙が協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保

有する。 

 

平成１９年３月１４日 

 

 

甲 松江市殿町 1 番地 

島根県 

島根県知事  澄  田  信  義 

 

 

 

 

                    乙 松江市東朝日町１１２番地 

                      社団法人島根県産業廃棄物協会 

                      会    長  福  代  正  明 
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災害時における災害し尿等の収集運搬の協力に関する協定書 

 
 島根県（以下「甲」という。）と島根県環境整備事業協同組合（以下「乙」という。）及び島根県環境保

全協会（以下「丙」という。）は、災害発生時におけるし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬の協力に関し、次

のとおり協定を締結する。 
 
（趣旨） 
第１条 この協定は、県内において風水害、地震等大規模な災害（以下「災害」という。）が発生した場

合に、し尿及び浄化槽汚泥（以下「災害し尿等」という。）の収集運搬に関し、甲が乙及び丙に協力を

要請するにあたっての必要な事項を定めるものとする。 
 
（協力の要請） 
第２条 甲は、被災した市町村（以下「被災市町村」という。）から災害し尿等の収集運搬について協力

の要請があった場合に、乙及び丙に対し応援協力を要請するものとする。 
２ 甲は、乙及び丙に対し前項の要請を行う場合には、次に掲げる事項を文書により通知するものとす

る。ただし、そのいとまがない場合には、電話等により通知し、後日、速やかに文書を提出するものと

する。 
(1) 被災市町村名 
(2) 協力の要請内容 
(3) その他必要な事項 

 
（災害し尿等の収集運搬の実施） 
第３条 乙及び丙は、甲から前条第１項の要請を受けたときは、必要な人員、車両及び資機材を調達し、

被災市町村が実施する災害し尿等の収集運搬に可能な限り協力するものとする。 
２ 前項の協力にあたっては、乙及び丙にて調整し、円滑な協力に努めるものとする。 
３ 乙及び丙の実施する災害し尿等の収集運搬については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定

に基づくものとする。 
４ 前３項に定めのない事項については、被災市町村及び乙、丙との協議によるものとする。 
 
（情報の提供） 
第４条 甲は、災害し尿等の収集運搬に円滑な協力が得られるように、乙及び丙に被災、復旧の状況等必

要な情報を提供するものとする。 
２ 乙及び丙は、災害し尿等の収集運搬に関し協力が可能な組合員及び会員の状況を甲に報告するもの

とする。 
 
（実施の報告） 
第５条 乙及び丙は、災害し尿等の収集運搬を実施したときは、次の各号に掲げる事項を文書で甲に報告

するものとする。 
(1) 被災市町村名 
(2) 実施内容 
(3) その他必要な事項 
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（費用の負担） 
第６条 乙及び丙が第２条第１項の要請により実施する災害し尿等の収集運搬の費用については、当該

被災市町村と乙及び丙が協議の上、決定するものとする。 
 
（連絡窓口） 
第７条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては島根県環境生活部廃棄物対策課、乙及び丙において

は島根県環境整備事業協同組合事務局とする。 
 
（協議） 
第８条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲及び

乙、丙が協議して定めるものとする。 
 
 この協定の締結を証するため、本協定書３通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 
 
 
  令和７年３月１０日 
 
 
                   甲 松江市殿町１番地 
                     島根県 
                     島根県知事  丸 山 達 也 
 
 
 
 
 
                   乙 松江市東津田町１０４７番地１２ 
                     島根県環境整備事業協同組合 
                     理事長  米 山 二 郎 
 
 
 
 
 
                   丙 松江市東津田町１３７１番地４８ 
                     島根県環境保全協会 
                     会長  波 佐 本 幸 久 

-68-



-69-



-70-



-71-



-72-



-73-



-74-



-75-



-76-



-77-



-78-



-79-



-80-



-81-



-82-



-83-



-84-



-85-



-86-



-87-



-88-



-89-



-90-



-91-



-92-



-93-



-94-



-95-



-96-



Plan 1

Do

Check

Act Check

Plan 2 Do

-97-



-98-



 

３ 市町村の一般廃棄物処理施設 

 

表１．島根県内における一般廃棄物焼却施設等 

令和６年３月３１日現在 

ブロック 施 設 名 称 設 置 場 所 処理能力 
使用 

開始年度 
備 考 

松 江 エコクリーン松江 松江市鹿島町上講武 1669-1 255t/24H H22  

雲 南 雲南エネルギーセンター※1 雲南市加茂町三代 1331-1 40.7t/日 H11 雲南市、飯南町 

雲 南 仁多可燃物処理センター 仁多郡奥出雲町三成 1392 20t/8H S56  

出 雲 出雲エネルギーセンター 出雲市古志町 4305-1 200t/24H R4  

県 央 邑智クリーンセンター 邑智郡川本町大字川下 879-8 40t/16H R4 

川本町、美郷

町、邑南町、（大

田市） 

浜 田 エコクリーンセンター 江津市波子町ロ 321-1 98t/24H H18 浜田市、江津市 

益 田 益田地区広域クリーンセンター 益田市多田町 1082-7 62t/24H H19 
益田市、津和野

町、吉賀町 

隠 岐 海士町清掃センター 隠岐郡海士町大字福井 484 7t/8H H11  

隠 岐 西ノ島町ごみ焼却施設「清美苑」 隠岐郡西ノ島町大字美田 850-3 5.3t/8H H30  

隠 岐 知夫村ゴミ焼却場 隠岐郡知夫村 1756-1 1.56t/8H H27  

隠 岐 島後清掃センター 
隠岐郡隠岐の島町岬町飯ノ山

1-2 
25t/8H H6  

※１ ごみ燃料化施設 

出典：「令和４年度実績 一般廃棄物処理の現況」 

（令和６年３月島根県環境生活部廃棄物対策課） 
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表２．島根県内における一般廃棄物不燃物処理施設 

令和６年３月３１日現在 

ブロック 施 設 名 称 設 置 場 所 
処理能力 

（t/日） 

使用 

開始年度 
備 考 

松 江 西持田リサイクルプラザ 松江市西持田町 621 16 H10 リサイクルプラザ 

松 江 川向リサイクルプラザ 松江市竹矢町 1439-5 64 H14 リサイクルプラザ 

松 江 エコステーション松江 松江市西持田町 627 59 H14 粗大ごみ処理施設 

松 江 安来市高尾クリーンセンター 安来市清瀬町 497-3 20 H5 粗大ごみ処理施設 

松 江 安来市伯太農産廃棄物処理施設 安来市伯太町東母里 1431 6.9 H3 粗大ごみ処理施設 

雲 南 仁多クリーンセンター 仁多郡奥出雲町横田 1539-6 7 H11 粗大ごみ処理施設 

雲 南 いいしクリーンセンター 飯石郡飯南町都加賀 698-1 2.4 H15 
リサイクルセンター 

（事務組合） 

雲 南 リサイクルプラザ 雲南市木次町里方 1369-39 12.5 H16 
リサイクルプラザ 

（事務組合） 

出 雲 佐田クリーンセンター 出雲市佐田町大呂 2865-1 3 H6 ストックヤード 

出 雲 出雲リサイクルセンター 出雲市西神西町 1732-3 45 H8 
容器包装リサイクル推進

施設 

出 雲 平田不燃物処理センター 出雲市十六島町 1485-2 20 S63 粗大ごみ処理施設 

出 雲 出雲クリーンセンター 出雲市西神西町 1732-3 50 H7 粗大ごみ処理施設 

出 雲 斐川クリーンステーション 出雲市斐川町学頭 3215 13 H8 粗大ごみ処理施設 

県 央 大田市不燃物処理場 大田市仁摩町宅野 1111-1 8 H27 粗大ごみ処理施設 

県 央 大田リサイクルセンター 大田市大田町野城ロ 38-1 4.9 H13 
容器包装リサイクル推進

施設 

県 央 大田容器包装リサイクルセンター 大田市静間町 713-2 2 H23 
容器包装リサイクル推進

施設 

県 央 邑智クリーンセンターリサイクルセンター 邑智郡川本町大字川下 3083-6 1.7 H16 
リサイクルセンター 

（事務組合） 

県 央 邑智クリーンセンターリサイクルプラザ 邑智郡川本町大字川下 3083-6 5.0 H11 
粗大ごみ処理施設 

（事務組合） 

浜 田 浜田市不燃ごみ処理場 浜田市生湯町 935 20 H4 粗大ごみ処理施設 

浜 田 江の川リサイクルセンター 江津市島の星町 288-13 2.67 H14 
容器包装リサイクル推進

施設 

浜 田 島の星クリーンセンター 江津市島の星町 288-13 14 H7 粗大ごみ処理施設 

益 田 益田市リサイクルプラザ 益田市下波田町 490 16 H15 リサイクルセンター 

益 田 鹿足郡不燃物処理組合リサイクルプラザ 鹿足郡吉賀町幸地 1319 6.1 H16 
リサイクルセンター 

（事務組合） 

隠 岐 海士町リサイクルセンター 隠岐郡海士町大字福井 484 1 H11 その他 

隠 岐 海士町リサイクルセンター 隠岐郡海士町大字福井 484 5 H11 粗大ごみ処理施設 

隠 岐 島後リサイクルセンター 隠岐郡隠岐の島町今津 16 2.7 H13 リサイクルセンター 

出典：「令和 4 年度実績 一般廃棄物処理の現況」 

（令和 6 年 3 月島根県環境生活部廃棄物対策課） 
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表３．島根県内における一般廃棄物最終処分場 

令和６年３月３１日現在 

ブロック 施 設 名 称 設 置 場 所 
埋立地 

面積(m2) 

全体容量 

(m3) 

使用 

開始年度 
備 考 

松 江 西持田不燃物処理場 松江市西持田町 641 45,700 545,000 S63  

松 江 西持田最終処分場 松江市西持田町 621 22,310 156,641 H2  

松 江 安来市クリーンセンター穂日島 安来市穂日島町 491 19,000 53,115 H5  

松 江 安来市伯太一般廃棄物最終処分場 安来市伯太町東母里 2387-6 5,700 21,032 S61  

雲 南 最終処分場 仁多郡奥出雲町横田 1539-6 6,300 61,800 H11  

雲 南 加茂町不燃物処理場 雲南市加茂町神原 530-1 2,808 10,000 H2 
雲南市、飯南

町 

雲 南 いいしクリーンセンター最終処分場 飯石郡飯南町都加賀 698-1 630 2,800 H16 
雲南市、飯南

町 

雲 南 埋立最終処分場 雲南市木次町里方 1369-13 5,200 28,500 H15 
雲南市、飯南

町 

出 雲 平田不燃物処理センター 出雲市十六島町 1485-2 9,050 52,370 S63  

出 雲 佐田クリーンセンター 出雲市佐田町大呂 2865-1 2,300 7,734 H6  

出 雲 神西一般廃棄物埋没処理場 出雲市西神西町 1732-3 34,700 420,000 H7  

出 雲 斐川クリーンステーション 出雲市斐川町学頭 3215 6,600 42,200 H8  

県 央 大田市不燃物処分場 大田市仁摩町宅野 1111-1 4,405 50,000 H27  

県 央 邑智クリーンセンター最終処分場 邑智郡川本町大字川下 3083-6 7,300 40,300 H11 

川本町、美郷

町、邑南町、

（大田市） 

浜 田 浜田市埋立処分場 浜田市生湯町 920 5,539 61,900 H23  

浜 田 島の星クリーンセンター最終処分場 江津市島の星町 288-13 8,600 63,000 H7  

益 田 益田市下波田埋立処理場 益田市下波田町 490 18,400 146,629 S60  

益 田 鹿足郡不燃物処理組合埋立処分地施設 鹿足郡吉賀町幸地 1319 760 3,100 H16 
益田市、津和

野町、吉賀町 

隠 岐 海士町一般廃棄物最終処分場 隠岐郡海士町大字崎 700-5 3,000 12,000 H10  

隠 岐 西ノ島町 新最終処分場 
隠岐郡西ノ島町大字美田 832-1 

他 2筆 
3,100 11,200 H30  

隠 岐 島後一般廃棄物最終処分場 隠岐郡隠岐の島町今津 12,000 80,000 H13  

出典：「令和 4 年度実績 一般廃棄物処理の現況」 

（令和 6 年 3 月島根県環境生活部廃棄物対策課） 
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表４．島根県内におけるし尿処理施設 

令和６年３月３１日現在 

ブロック 施 設 名 称 設 置 場 所 
規模 

（kl/日） 

使用 

開始年度 
備 考 

松 江 川向クリーンセンター 松江市竹矢町 1439 71.4 H10  

松 江 安来市対仙浄園汚泥再生処理センター 安来市東赤江町 871 36 H3  

出 雲 出雲環境センター 出雲市西園町 4295-34 193 H16  

県 央 大田し尿処理場 大田市静間町 1797-20 80 H7  

県 央 志谷苑 邑智郡川本町大字因原 701-1 43 H9 

川本町、美郷

町、邑南町、

（大田市） 

浜 田 浜田浄苑 浜田市治和町ロ 742-1 125 H8  

益 田 久城が浜センター 益田市久城町 1199-1 108 H4  

益 田 し尿処理施設 クリーンパルにちはら 鹿足郡津和野町瀧元 668 27 S59 
益田市、津和

野町、吉賀町 

隠 岐 西ノ島町汚泥再生処理センター「びわ苑」 隠岐郡西ノ島町大字別府 365-2 9 S63  

出典：「令和４年度実績 一般廃棄物処理の現況」 

（令和６年３月島根県環境生活部廃棄物対策課） 
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４ 災害補助金制度概要 

 

 
出典：環境省研修資料 

 
 

 
出典：「災害関係業務事務処理マニュアル」（環境省：R4.11） 
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出典：「災害関係業務事務処理マニュアル」（環境省：R5.12） 

 

 
出典：「災害関係業務事務処理マニュアル」（環境省：R5.12） 
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出典：環境省研修資料 

 
 

出典：「災害関係業務事務処理マニュアル」（環境省：R5.12） 
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別紙様式（都道府県取りまとめ用）
災害廃棄物等に関する状況について　【情報共有フォーマット（被災情報用シート）】

被害をもたらした災害等（災害等の名称、日付）︓　　　　　（令和　年　月　日）
※前回からの変更箇所は赤字としてください。 都道府県名︓　　　　　　　　課室名︓　　　　　　　　　　　　　　担当者名︓　　　　　　　　　　
※必要に応じて、行を追加して記載してください。 （電話︓ 　　　　　　　　　メールアドレス︓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※随時更新していく情報につき、現段階で把握している情報を記載してください。すぐに修正となっても問題ありません。 第1報（

［Ctrl + ︔］ ［Ctrl + ︓］

１．廃棄物処理施設・浄化槽（市町村設置型）の被害状況

被害状況 稼働状況
（有／確認中） 稼働停止日 稼働再開日

※記載すべき施設が複数ある場合、同一市町村であっても複数行に記載すること。
※被害がありえるものの、「被害なし」と確認できていない場合は、「確認中」として取扱うこと。

２．その他、被災情報

仮置場設置
（有／調整中／無）

（以下の欄は、「仮置場を設置した場合」又は「地方環境事務所から依頼があった場合」に記載してください）

３．仮置場の状況
保管面積

（㎡） 合計（%） うち腐敗物（%） 腐敗物以外（％） 受入開始日 受入終了日

100%

※仮置場が複数ある場合、同一市町村であっても複数行に記載すること。
※ひっ迫状況等について、課題が生じている場合、具体的な内容は次項「４．その他、課題等」欄に記載すること。

４．その他、課題等

（類型選択） （類型選択）

※把握できる範囲で、なるべく具体的に記載すること。

（「被害あり」又は「確認中」の場合記載） （その後、把握できた情報を随時更新）
市町村名 施設種別 施設名 被害及び復旧の状況等

（被災情報がある場合記載） 予想される
災害廃棄物発生量市町村名 被災情報全般

（ｔ）

市町村名 仮置場所在地及び名称 最大保管容量に対する割合 受入期間 備考
（受入状況、搬出状況等）

（公表されていれば）

仮置場情報ウェブサイトURL

市町村名 課題の内容（なるべく具体的に） 対処方針・必要な支援等（想定できていなければ空欄で可）
（詳細記述） （詳細記述）
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別紙様式（都道府県取りまとめ用）（記載例）
災害廃棄物等に関する状況について　【情報共有フォーマット（被災情報用シート）】

被害をもたらした災害等（災害等の名称、日付）︓台風○号（令和○年○月○日）
※前回からの変更箇所は赤字としてください。 都道府県名︓　　　　　　　　課室名︓　　　　　　　　　　　　　　担当者名︓　　　　　　　　　　
※必要に応じて、行を追加して記載してください。 （電話︓ 　　　　　　　　　メールアドレス︓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※随時更新していく情報につき、現段階で把握している情報を記載してください。すぐに修正となっても問題ありません。 第1報（ 2022/6/13 11:29）現在

［Ctrl + ︔］ ［Ctrl + ︓］

１．廃棄物処理施設・浄化槽（市町村設置型）の被害状況

被害状況 稼働状況
（有／確認中） 稼働停止日 稼働再開日

○○市 被害あり 焼却施設 20xx/6/8
○○市 被害あり 浄化槽 20xx/6/8 20xx/6/10
○○市 確認中 粗大ごみ処理施設 20xx/6/8
○○市 確認中 し尿処理施設 20xx/6/8

※記載すべき施設が複数ある場合、同一市町村であっても複数行に記載すること。
※被害がありえるものの、「被害なし」と確認できていない場合は、「確認中」として取扱うこと。

２．その他、被災情報

仮置場設置
（有／調整中／無）

○○市
○○市
○○市

（以下の欄は、「仮置場を設置した場合」又は「地方環境事務所から依頼があった場合」に記載してください）

３．仮置場の状況
保管面積

（㎡） 合計（%） うち腐敗物（%） 腐敗物以外（％） 受入開始日 受入終了日

○○市 500.5 ㎡ 60% 40% 60% 2022/6/20

※仮置場が複数ある場合、同一市町村であっても複数行に記載すること。
※ひっ迫状況等について、課題が生じている場合、具体的な内容は次項「４．その他、課題等」欄に記載すること。

４．その他、課題等

（類型選択） （類型選択）

○○市 仮置場 その他
○○市 仮置場 市町村内調整
○○市 人員不足 全国調整
○○市 車両不足 県内調整
○○市 処理先確保 ブロック内調整

※把握できる範囲で、なるべく具体的に記載すること。

風害による家屋被害多数

○○市○○町１－２　○○運動公園

通常の収集運搬（不燃ごみ）のための車両とドライバーが足りない 県内の他市町からの応援について調整中。
廃石膏ボードの処理先が見当たらず、仮置場で滞留している 県内では処理先確保困難、ブロック単位での調整希望

仮置場での分別がうまくできておらず、搬出に時間を要している 思いつかないが、参考情報があれば聞きたい
仮置場が確保できておらず、市で管理できていない集積所が発生している 仮置場確保のため○○部局と調整中
被害状況の把握、処理体制の検討のための事務系人員が足りない 環境省と電話で相談したい（午前中又は夕方希望）

市町村名 課題の内容（なるべく具体的に） 対処方針・必要な支援等（想定できていなければ空欄で可）
（詳細記述） （詳細記述）

http://〜〜〜

クリーンセンター○○

（公表されていれば）

仮置場情報ウェブサイトURL

（被災情報がある場合記載）

煙突の損壊（○月○日頃補修見込み）
本体及び排水管の破損、修繕済み

予想される
災害廃棄物発生量

（ｔ）

1,000

浄化槽（市町村設置型）
〇〇リサイクルセンター
〇〇汚泥再生処理センター

市町村名 受入期間最大保管容量に対する割合

市町村名

備考
（受入状況、搬出状況等）

仮置場所在地及び名称

被災情報全般
避難所設置４か所、その他情報なし

水害による災害廃棄物多数 10,000

市町村名
（「被害あり」又は「確認中」の場合記載）

施設名施設種別
（その後、把握できた情報を随時更新）

被害及び復旧の状況等
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